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第
三
章

第
三
セ
ク
タ
ー
に
関
す
る
法
的
考
察

いわゆる第三セクターに関する行政法学的考察 (3) 

第
二
章
に
お
い
て
、
第
三
セ
ク
タ
ー
方
式
の
持
つ
メ
リ
ッ
ト
及
び
デ
メ
リ
ッ
ト
、
行
政
に
よ
る
職
員
派
遣
及
び
そ
の
延
長
線
に
あ
る
と
も

思
わ
れ
る
天
下
り
、
情
報
公
開
、
第
三
セ
ク
タ
ー
の
公
益
性
と
収
益
性
、
行
政
と
の
関
係
、
第
三
セ
ク
タ
ー
の
補
助
金
及
び
委
託
料
、
第
三
一

セ
ク
タ
ー
の
将
来
性
等
の
見
地
か
ら
、
第
三
セ
ク
タ
ー
全
般
に
つ
い
て
そ
の
実
態
を
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
第
一
二
セ
ク
タ
ー
が
持

つ
問
題
は
実
に
多
岐
に
わ
た
り
複
雑
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

そ
こ
で
、
本
章
に
お
い
て
は
、
第
二
章
の
研
究
結
果
を
踏
ま
え
て
第
三
セ
ク
タ
ー
に
関
す
る
法
的
考
察
を
行
う
こ
と
に
す
る
。
以
下
、
第

二
一
セ
ク
タ
ー
へ
の
職
員
派
遣
(
第
一
節
)
、
第
三
一
セ
ク
タ
ー
の
天
下
り
(
第
二
節
)
、
第
三
セ
ク
タ
ー
の
情
報
公
開
(
第
三
節
)
、
第
三
セ
ク

タ
!
の
性
格
(
第
四
節
)
、
第
三
セ
ク
タ
ー
の
改
革
(
第
五
節
)
に
つ
い
て
、
順
次
検
討
を
加
え
る
。

第

節

第
三
セ
ク
タ
ー
へ
の
職
員
派
遣

問
題
の
提
起

(
l
)
 

第
二
章
に
お
い
て
、
殆
ど
の
第
三
セ
ク
タ
ー
は
、
人
数
の
差
こ
そ
あ
れ
、
行
政
か
ら
派
遣
職
員
を
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
第
三
セ
ク
タ
ー
へ
の
職
員
派
遣
問
題
に
つ
い
て
、
本
論
文
の
冒
頭
に
も
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
招

か
な
い
た
め
の
時
限
措
置
で
あ
り
、
で
き
る
だ
け
早
期
に
引
き
上
げ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
と
、
業
務
を
委
託
し
て
い
る
以
上
職
員
派

遣
は
当
然
で
あ
る
と
の
意
見
の
両
論
が
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
行
政
が
第
三
セ
ク
タ
ー
に
職
員
を
出
向
さ
せ
る
場
合
、
そ
の
法
的
根
拠
は

ど
こ
に
あ
る
の
か
、
身
分
規
定
は
ど
う
す
べ
き
か
等
の
問
題
が
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
、
給
与
も
負
担
す
る
ケ

l
ス
が
見
ら
れ
る
た
め
、
住

jヒj去56(2・287)803



説

民
が
地
方
公
務
員
法
の
職
務
専
念
義
務
規
定
等
に
違
反
し
て
い
る
と
し
て
、
住
民
訴
訟
を
起
こ
す
動
き
が
相
次
い
で
い
る
。
営
利
を
目
的
と

北法56(2・288)804

論

す
る
法
人
へ
の
職
員
派
遣
は
地
方
公
務
員
法
違
反
と
す
る
判
決
も
見
ら
れ
る
。

も
っ
と
も
、
行
政
の
立
場
か
ら
出
発
す
れ
ば
、
出
資
比
率
が
高
い
場
合
、
主
導
権
を
握
る
た
め
人
員
を
派
遣
す
る
の
は
言
、
つ
ま
で
も
な
く
、

た
と
え
低
い
場
合
で
も
、
筆
頭
株
主
で
あ
る
場
合
、
職
員
を
派
遣
す
る
こ
と
が
一
応
理
解
で
き
よ
う
。
ま
た
、
北
海
道
ち
ほ
く
高
原
鉄
道
株

式
会
社
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
「
法
律
上
は
引
き
上
げ
る
べ
き
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
公
共
性
が
極
め
て
高
い
等
の
場
合
に
限
っ
て
、
例

外
と
し
て
役
職
員
派
遣
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
に
も
、

一
理
あ
る
と
言
え
よ
う
。

日
本
の
現
行
地
方
公
務
員
制
度
は
、
一
九
五
O
年
に
制
定
さ
れ
た
地
方
公
務
員
法
を
起
点
に
、
地
方
自
治
発
展
の
基
盤
と
な
っ
て
、
地
方

自
治
制
度
を
内
か
ら
支
え
る
役
割
を
担
っ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
周
知
の
よ
う
に
、
当
該
制
度
が
発
足
以
来
五
O
余
年
を
経
過
し
よ
う
と

し
て
い
る
今
日
に
お
い
て
、
制
度
設
計
自
体
に
不
備
が
明
ら
か
に
な
る
一
方
、
日
本
の
社
会
経
済
シ
ス
テ
ム
は
、
地
方
自
治
と
地
方
分
権
の

進
展
、
官
民
の
役
割
分
担
の
変
化
、
民
間
に
お
け
る
雇
用
形
態
の
多
様
化
等
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
伴
っ
て
、
新
し
い
地
方
分
権
・
地
方
自
治
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
地
方
公
務
員
制
度
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
従
来
予
想
し
て
い
な

か
っ
た
第
三
セ
ク
タ
ー
へ
の
職
員
派
遣
制
度
の
確
立
は
こ
う
し
た
時
代
要
請
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

従
来
の
地
方
公
務
員
制
度
に
お
い
て
は
、
地
方
公
務
員
法
に
営
利
企
業
等
の
従
事
制
限
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
(
同
法
三
八
条
)

か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
民
間
企
業
は
言
う
ま
で
も
な
く
第
一
一
一
セ
ク
タ
ー
と
の
人
事
交
流
も
本
来
的
に
は
予
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
統

一
的
な
派
遣
方
法
も
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
行
政
が
第
三
セ
ク
タ
ー
に
職
員
を
派
遣
す
る
場
合
、
そ
の
法
的
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、

身
分
規
定
や
派
遣
職
員
の
処
遇
は
ど
う
す
べ
き
か
等
の
問
題
に
つ
い
て
、
法
的
な
明
確
化
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
二

O
O
二
年
四
月
に
よ
う

や
く
公
益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
(
以
下
「
公
益
法
人
等
派
遣
法
」
と
い
う
)
が
施
行
さ
れ
た
。
以

下
に
お
い
て
、
従
来
の
地
方
公
務
員
派
遣
制
度
及
び
第
三
セ
ク
タ
ー
へ
の
職
員
派
遣
の
可
否
に
つ
い
て
概
観
し
た
う
え
で
、
主
に
公
益
法
人



等
派
遣
法
を
軸
に
第
三
セ
ク
タ
ー
へ
の
職
員
派
遣
問
題
を
当
該
法
律
施
行
前
と
施
行
後
に
分
け
て
詳
し
く
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

従
来
の
地
方
公
務
員
派
遣
制
度

いわゆる第三セクターに関する行政法学的考察 (3) 

こ
れ
ま
で
の
派
遣
に
は
、
外
見
上
か
ら
見
れ
ば
、
①
国
や
地
方
公
共
団
体
の
内
部
に
お
け
る
派
遣
、
②
法
令
に
基
づ
く
公
共
機
関
へ
の
派

(2) 

遣
、
③
い
わ
ゆ
る
地
方
三
公
社
等
の
よ
う
な
公
共
的
団
体
へ
の
派
遣
、
④
第
三
セ
ク
タ
ー
等
へ
の
派
遣
等
の
様
態
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ

に
は
研
修
名
目
で
第
三
セ
ク
タ
ー
の
よ
う
な
地
方
公
共
団
体
以
外
の
業
務
の
経
験
を
積
ま
せ
る
た
め
の
も
の
と
、
地
方
公
共
団
体
の
本
来
の

業
務
を
行
わ
せ
る
た
め
の
も
の
と
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
派
遣
の
ほ
か
に
、
出
向
と
い
う
語
も
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
が
、
両
者

(

3

)

(

4

)

 

は
必
ず
し
も
同
一
概
念
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
学
問
上
及
び
行
政
実
務
上
職
員
の
派
遣
と
出
向
は
混
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

派
遣
で
あ
れ
、
出
向
で
あ
れ
、
い
ず
れ
も
地
方
公
共
団
体
の
公
的
な
目
的
の
も
と
に
、
任
命
権
者
の
命
に
よ
り
職
員
を
派
遣
先
機
関
の
業
務

に
従
事
さ
せ
る
点
に
お
い
て
、
両
者
は
共
通
点
を
有
し
て
い
る
と
理
解
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
現
行
法
上
、
第
三
セ
ク
タ
ー
へ
の
職
員
派
遣
に
関
す
る
明
確
な
規
定
は
お
か
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
職
員
派
遣
自
体
に
つ
い

て
幾
つ
か
の
制
度
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
主
た
る
も
の
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

地
方
自
治
法
に
お
い
て
、
地
方
公
共
団
体
相
互
の
事
務
処
理
の
能
率
化
、
合
理
化
を
促
進
す
る
見

地
か
ら
、
地
方
公
共
団
体
聞
の
相
互
派
遣
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
地
方
自
治
法
二
五
二
条
の
一
七
に
基
づ
い
て
当
該
地
方
公
共

(
二
地
方
自
治
法
に
お
け
る
派
遣

団
体
以
外
の
地
方
公
共
団
体
の
各
執
行
機
関
に
職
務
命
令
に
よ
り
職
員
を
派
遣
す
る
制
度
で
あ
る
。

士
乙
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
に
お
け
る
派
遣
こ
れ
は
地
方
公
務
員
共
済
組
合
へ
の
便
宜
供
与
の
た
め
に
地
方
公
務
員
等
共
済
組

合
法
一
八
条
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
派
遣
制
度
で
あ
る
。

(
三
)
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
に
お
け
る
派
遣

北法56(2・289)805

こ
れ
は
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
一
一
一
一
条
第
一
項
に
基
づ
い
て
、
地
方
公
務
員
災
害



説

補
償
基
金
へ
の
便
宜
供
与
の
た
め
に
、
当
該
基
金
に
職
員
を
派
遣
す
る
制
度
で
あ
る
。

コi
肩岡

に
お
け
る
派
遣

(
四
)
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
(
地
方
公
務
員
海
外
派
遣
法
)

こ
れ
は
地
方
公
務
員
海
外
派
遣
法
二
条
に
基
づ
き
、
国
際
交
流
・
国
際
協
力
等
の
た
め
に
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関

北11;56(2・290)806

等
に
職
員
を
派
遣
す
る
制
度
で
あ
る
。

以
上
の
諸
制
度
で
は
、
派
遣
職
員
が
不
利
益
を
受
け
る
こ
と
な
く
安
ん
じ
て
働
く
た
め
に
、
地
方
公
務
員
と
し
て
の
身
分
の
維
持
を
明
確

に
し
た
上
、
①
給
与
の
取
り
扱
い
、
②
退
職
手
当
計
算
上
の
在
職
期
間
の
通
算
、
③
業
務
上
災
害
が
生
じ
た
場
合
の
給
与
の
取
り
扱
い
、
④

業
務
上
災
害
に
対
す
る
公
務
災
害
補
償
制
度
の
適
用
、
⑤
地
方
公
務
員
共
済
組
合
制
度
の
適
用
等
の
処
遇
に
つ
い
て
明
確
な
規
定
が
設
け
ら

れ
、
他
の
職
員
と
比
べ
る
と
不
利
益
に
な
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
い
ず
れ
も
派
遣
先
が
限
定
さ
れ
て

お
り
、
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
職
員
を
外
部
団
体
に
派
遣
す
る
た
め
の
一
般
的
制
度
で
は
な
い
。
な
お
、
地
方
自
治
法
以
外
の
派
遣
制
度
は
、

地
方
公
共
団
体
以
外
の
団
体
に
職
員
を
派
遣
す
る
も
の
で
あ
り
、
特
別
の
立
法
に
よ
る
特
別
の
派
遣
制
度
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
と

思
わ
れ
る
。

職
員
派
遣
の
可
否

冒
頭
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
従
来
の
制
度
上
第
三
セ
ク
タ
ー
へ
の
職
員
派
遣
に
つ
い
て
明
確
な
言
及
は
な
い
。
し
か
し
、
各
地
方
公
共

団
体
で
は
、
そ
の
行
政
上
の
必
要
か
ら
各
種
の
方
法
で
職
員
を
外
部
団
体
に
派
遣
し
、
し
か
も
そ
の
給
与
を
負
担
す
る
取
り
扱
い
が
広
く
行

わ
れ
て
き
て
い
る
。
行
政
サ
イ
ド
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
は
、
こ
れ
を
通
じ
て
第
三
セ
ク
タ
ー
の
運
営
に
対
す
る
関
与
を
行
う
ほ
か
、

職
員
に
民
間
的
な
経
営
の
セ
ン
ス
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
や
地
方
公
共
団
体
で
は
得
難
い
経
験
及
び
知
識
を
積
ま
せ
る
こ
と
等
が
挙
げ
ら

れ
る
。
他
方
で
民
間
サ
イ
ド
に
と
っ
て
は
、
第
一
一
一
セ
ク
タ
ー
が
設
立
さ
れ
る
当
初
経
験
の
あ
る
職
員
を
確
保
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
公



務
員
の
専
門
的
知
識
を
活
用
し
て
日
常
的
に
行
政
と
の
連
絡
調
整
及
び
意
思
疎
通
等
を
行
い
、
そ
れ
を
通
し
て
円
滑
な
事
業
推
進
を
す
る
こ

(
5
)
 

と
が
期
待
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
政
サ
イ
ド
と
民
間
サ
イ
ド
に
お
け
る
利
益
や
思
惑
が
一
致
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
第
一
二
セ
ク
タ
ー
に
職

員
を
派
遣
す
る
必
要
性
が
生
ま
れ
て
く
る
と
言
え
る
。

いわゆる第三セクターに関する行政法学的考察 (3) 

し
か
し
、
第
三
一
セ
ク
タ
ー
へ
の
職
員
派
遣
は
法
的
に
は
果
た
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
先
程
現
行
法
上
の
幾
つ
か
の
派
遣
制
度
を
紹
介
し

た
が
、
い
ず
れ
も
第
三
セ
ク
タ
ー
へ
の
職
員
派
遣
に
対
す
る
も
の
で
は
な
い
ほ
か
、
現
行
法
上
、
地
方
公
務
員
法
第
三

O
条
に
お
い
て
、
す

べ
て
職
員
は
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
公
共
の
利
益
の
た
め
に
勤
務
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
規
定
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
、
同
法
三
五
条
に

は
、
公
務
員
の
い
わ
ゆ
る
職
務
専
念
義
務
の
規
定
も
設
け
ら
れ
て
い
る
。
第
一
一
一
セ
ク
タ
ー
の
場
合
、
特
に
商
法
上
の
そ
れ
は
、
場
合
に
よ
っ

て
外
見
上
の
み
な
ら
ず
そ
の
業
務
内
容
も
民
間
の
私
法
人
と
全
く
変
わ
ら
な
い
ケ

l
ス
が
あ
り
う
る
た
め
、
法
律
に
反
す
る
可
能
性
が
な
い

と
は
言
い
切
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
地
方
自
治
法
に
お
い
て
は
、
「
職
員
の
派
遣
」
制
度
が
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か

る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
職
員
派
遣
そ
れ
自
体
が
否
定
さ
れ
て
い
る
と
は
二
=pえ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
地
方
自
治
法
二
五
二
条
の
一
七
と

地
方
公
務
員
法
三
五
条
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
法
律
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
く
外
」
、
「
法
律
又
は
条
例
に
特
別
の
定
め
が
あ

る
場
合
を
除
く
外
」
と
い
う
留
保
が
付
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
地
方
公
共
団
体
が
第
三
七
ク
タ
ー
も
含
め
て
当
該
地
方
公
共

団
体
以
外
の
団
体
に
職
員
派
遣
を
行
う
こ
と
は
、
法
的
に
は
一
応
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
地
方
公
共
団
体
の
利
益
及

び
住
民
利
益
の
増
進
の
た
め
、
法
律
又
は
条
例
が
認
め
た
場
合
に
限
っ
て
、
地
方
公
共
団
体
の
職
員
が
公
務
員
の
身
分
を
保
持
し
て
い
な
が

ら
、
他
の
団
体
の
職
員
と
し
て
勤
務
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

北i去56(2・291)807

し
か
し
、
法
的
に
は
こ
う
い
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
言
っ
て
も
、
実
際
に
第
三
一
セ
ク
タ
ー
に
職
員
派
遣
を
行
え
る
か
ど
う
か
、
特
に
給
与

等
の
支
出
を
伴
う
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
一
二
つ
の
角
度
に
よ
り
慎
重
な
検
討
を
施
す
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第

一
に
、
そ
れ
は
職
務
専
念
義
務
に
抵
触
し
な
い
か
ど
う
か
、
第
二
に
、
派
遣
先
が
商
法
法
人
の
場
合
、
そ
れ
は
営
利
企
業
等
の
従
事
制
限
に



説

抵
触
し
な
い
か
ど
う
か
、
第
三
に
、
派
遣
職
員
の
給
料
や
手
当
て
を
派
遣
元
が
負
担

(
6
)
 

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

論

公
益
法
人
等
派
遣
法
施
行
前
の
職
員
派
遣

(
一
)
派
遣
の
形
式
と
問
題
点

四
第
三
セ
ク
タ
ー
へ
の
職
員
派
遣
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
及
び
地
方
公
務
員
法
等

に
特
段
の
規
定
が
な
い
た
め
、
そ
の
適
法
性
や
給
与
負
担
、
身
分
関
係
等
に
つ
き
種
々

の
議
論
が
生
じ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
地
方
公
共
団
体
は
、
こ
の
違
法
性
を
回
避
し
、

同
時
に
派
遣
職
員
の
身
分
上
の
不
利
益
を
減
少
さ
せ
、
派
遣
職
員
が
安
心
し
て
職
務

に
専
念
で
き
る
よ
う
に
す
る
等
の
考
慮
か
ら
、
従
来
の
法
律
の
枠
組
の
下
で
、
実
務

上
の
工
夫
と
し
て
、
①
退
職
に
よ
る
派
遣
、
②
休
職
に
よ
る
派
遣
、
③
職
務
専
念
義

務
免
除
に
よ
る
派
遣
、
④
職
務
命
令
に
よ
る
派
遣
、
の
い
ず
れ
か
を
と
っ
て
い
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
と
特
徴
を
ま
と
め
た
の
が
表
一
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
地
方
公
共
団
体
に
と
っ
て
、
退
職
に
よ
る
の
が
公
務
秩

序
の
維
持
と
い
う
見
地
か
ら
一
番
簡
単
で
分
か
り
ゃ
す
い
の
に
対
し
て
、
派
遣
職
員

に
と
っ
て
は
、
む
し
ろ
職
務
専
念
義
務
免
除
ま
た
は
職
務
命
令
の
方
法
に
よ
る
の
が
、

職
員
の
利
益
保
護
と
い
う
見
地
か
ら
好
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
職
務
専
念

義
務
免
除
の
場
合
は
、
職
務
専
念
義
務
を
職
員
の
申
出
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
地
方

公益法人等派遣法施行前の派遣形式、内容及び特徴

派遣形式 内容 特徴・問題点等

当該職員を退職させて、
服務上の問題は生じないが、復職が保障されない

退職 第三セクターの職員とし
うえ、公務災害補償の適用がない等の欠点がある。

て新たに採用する方法。
退職手当と共済年金について派遣期間が通算され
ない恐れカすある。

条例を定めて休職とし 職員としての身分は保障されるが、地方公務員法

休職
(地方公務員法二七条二 の休職は不利益処分を念頭に置いているから、派

項)、第三セクターの職 遣の場合は分限処分としての休戦はできないので

員として採用する方法。 はないかという問題がある。

地方公務員法三五条に基
職員としての身分は保障され、法律的にも不可能

職務専念義務
づき職務に専念する義務

ではないが、派遣のような長期間にわたる場合に、

免除
を免除し、第三セクター

職務専念義務を免除することが制度の趣旨になじ
の職員として採用する方
法。

むかの点では疑問が残る。

職務命令によ旬、第三セ 職員にとっては全く問題を生じないが、地方公共

職務命令 クターの事務従事を命ず 団体と第三セクターの事務を同一視できるだけの

る方法。 明確な理由がない限り違法になるおそれがある。

北法56(2・292)808

表1



いわゆる第三セクターに関する行政法学的考察(3 ) 

公
共
団
体
の
都
合
に
よ
り
免
除
で
き
る
か
ど
う
か
、
職
務
命
令
の
場
合
は
、
地
方
公
共
団
体
の
公
務
を
遂
行
す
る
た
め
の
命
令
と
し
て
の
職

務
命
令
を
、
派
遣
の
た
め
に
下
せ
る
か
ど
う
か
等
に
つ
い
て
、
更
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
公
務
秩
序
の
維
持
及
び
派
遣
職

員
の
利
益
保
護
の
両
方
か
ら
考
慮
す
れ
ば
、
休
職
に
よ
る
の
が
問
題
が
比
較
的
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
休
職
の
場
合
は
、
そ
も
そ

も
派
遣
に
分
限
処
分
と
し
て
の
休
職
を
行
え
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
す
な

わ
ち
、
国
家
公
務
員
に
つ
い
て
は
、
法
令
の
規
定
に
よ
り
国
が
必
要
な
援
助
ま
た
は
配
慮
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
公
共
的
機

関
の
設
立
に
伴
う
臨
時
的
必
要
に
基
づ
き
、
人
事
院
が
指
定
す
る
機
関
に
お
い
て
、
そ
の
職
員
の
職
務
と
関
連
の
あ
る
業
務
を
行
う
場
合
に

休
戦
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
(
人
事
院
規
則
一
一

l
四
第
三
条
三
号
)
。
休
職
に
つ
い
て
、
「
国
家
公
務
員
と
地
方

公
務
員
と
で
、
そ
の
性
格
が
異
な
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
も
職
員
を
出
向
さ
せ
る
場
合
、
条
例
を
定
め
て

(7) 

休
職
と
す
る
こ
と
は
可
能
」
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
派
遣
形
式
は
そ
れ
ぞ
れ
長
所
と
短
所
を
合
わ
せ
持
っ
て
い
る
ほ
か
、
休
職
に
よ
る
場
合
、
職
務
専
念
義
務
免
除
に
よ
る
場
合
、
そ

(8) 

し
て
退
職
に
よ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
行
政
実
務
上
一
般
に
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
第
一
は
、
昇
給
に
つ
い
て
で
あ
る
。

必
ず
し
も
公
務
に
つ
い
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
第
三
セ
ク
タ
ー
へ
の
派
遣
職
員
に
対
し
て
、
昇
給
は
当
該
時
期
に
公
務
に
つ
い
て
い
な
い
公

務
員
に
対
し
て
行
わ
れ
な
い
と
い
う
原
則
に
照
ら
し
て
、
昇
給
を
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
第
二
は
、
退
職
金
に
つ
い
て
で
あ
る
。
第
一
二

セ
ク
タ
ー
へ
の
派
遣
職
員
の
場
合
、
退
職
手
当
算
定
の
基
礎
と
な
る
在
職
期
間
が
派
遣
期
間
の
二
分
の
一
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
た

め
、
派
遣
期
聞
が
長
け
れ
ば
長
い
ほ
ど
、
派
遣
さ
れ
た
職
員
の
損
失
が
大
き
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
第
三
は
、
災
害
補
償
に
つ
い
て
で
あ
削

る
。
第
三
セ
ク
タ
ー
へ
の
派
遣
職
員
が
、
派
遣
期
間
中
に
業
務
災
害
に
遭
遇
し
、
復
職
し
た
場
合
に
は
、
労
災
の
適
用
は
あ
る
が
、
地
方
公

m
η
/いM

務
員
災
害
補
償
法
の
適
用
は
な
い
。
ま
た
、
公
務
員
の
場
合
、
公
務
上
の
傷
病
又
は
死
亡
に
よ
っ
て
退
職
し
た
場
合
に
は
退
職
金
が
通
常
に
似土品

比
べ
五

O
%増
で
支
給
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
第
三
セ
ク
タ
ー
へ
の
派
遣
職
員
の
場
合
は
、
い
わ
ゆ
る
公
務
上
の
も
の
に
当
た
ら
な
い
た
め
、
北
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こ
の
加
算
措
置
は
受
け
ら
れ
な
い
。
第
四
は
、
年
金
に
つ
い
て
で
あ
る
。
派
遣
さ
れ
な
い
職
員
と
比
べ
る
と
、
第
三
セ
ク
タ
ー
へ
の
派
遣
職

員
に
つ
い
て
は
共
済
組
合
の
長
期
給
付
及
び
短
期
給
付
の
算
定
の
基
礎
が
低
く
な
る
た
め
、
給
付
額
が
低
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、

一
般
職
員
の
場
合
、
業
務
上
災
害
に
よ
る
死
亡
ま
た
は
傷
病
の
場
合
に
は
、
公
務
等
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
や
遺
族
共
済
年
金
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
第
三
セ
ク
タ
ー
へ
の
派
遣
職
員
の
場
合
は
、
こ
れ
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

;O-D. 

a問

こ
の
よ
う
に
、
退
職
、
休
職
、
職
務
専
念
義
務
免
除
及
び
職
務
命
令
等
の
派
遣
形
式
は
、
法
的
に
は
不
可
能
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
も
の

の
、
以
上
に
述
べ
て
き
た
問
題
点
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
ほ
か
、
い
ず
れ
も
在
来
制
度
の
拡
大
解
釈
や
運
用
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

ま
た
、
第
三
セ
ク
タ
ー
に
地
方
公
共
団
体
の
職
員
を
派
遣
す
る
根
拠
な
り
、
派
遣
職
員
の
身
分
取
り
扱
い
を
保
障
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

制
度
で
も
な
い
点
に
お
い
て
共
通
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
こ
れ
ら
派
遣
形
式
の
限
界
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(
二
)
判
例
の
動
向

判
例
の
概
観

そ
れ
で
は
、
裁
判
例
は
第
三
セ
ク
タ
ー
へ
の
職
員
派
遣
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
裁
判
例

は
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
主
に
職
員
派
遣
の
方
法
と
法
的
許
容
性
、
派
遣
職
員
の
給
与
支
給
(
公
金
支
出
)
の
適
否
、
派
遣

職
員
の
団
体
交
渉
権
の
有
無
等
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
て
き
た
。
以
下
に
お
い
て
、
第
三
セ
ク
タ
ー
等
へ
の
職
員
派
遣
を
め
ぐ
る
最
初
の
最
高

裁
判
決
で
あ
る
森
林
組
合
へ
の
派
遣
に
関
す
る
①
最
高
裁
昭
和
五
八
年
七
月
一
五
日
判
決
、
及
び
、
都
市
開
発
事
件
を
め
ぐ
る
②

a
浦
和
地

裁
平
成
四
年
三
月
二
日
判
決
と
そ
の
控
訴
審
で
あ
る
②
b
東
京
高
裁
平
成
六
年
一

O
月
二
五
日
判
決
、
商
工
会
議
所
派
遣
事
件
を
め
ぐ
る
③

a
横
浜
地
裁
平
成
五
年
四
月
二
八
日
判
決
、
③
b
東
京
高
裁
平
成
六
年
八
月
二
四
日
判
決
、
③

c
最
高
裁
平
成
一

O
年
四
月
二
四
日
判
決
、

チ
ボ
リ
公
園
職
員
派
遣
事
件
を
め
ぐ
る
④

a
岡
山
地
裁
平
成
八
年
二
月
二
十
七
日
判
決
、
④
b
広
島
高
裁
岡
山
支
部
平
成
十
三
年
六
月
二
十

八
日
判
決
、
④

c
最
高
裁
平
成
一
六
年
一
月
十
五
日
判
決
、
そ
し
て
、
創
造
協
会
事
件
を
め
ぐ
る
⑤

a神
戸
地
裁
平
成
一

O
年
一
一
月
二
七
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いわゆる第三セクターに関する行政法学的考察 (3) 

日
判
決
と
、
そ
の
控
訴
審
の
⑤
b
大
阪
高
裁
平
成
一
一
年
一
一
月
二
六
日
判
決
、
勝
山
第
三
セ
ク
タ
ー
派
遣
事
件
を
め
ぐ
る
⑥
福
井
地
裁
平

成
八
年
二
月
一
四
日
判
決
、
を
取
り
上
げ
て
見
て
み
よ
う
。

(9) 

①
最
高
裁
昭
和
五
八
年
七
月
一
五
日
判
決
(
森
林
組
合
事
件
・
民
集
三
七
巻
六
号
八
四
九
頁
)

本
件
は
、
森
林
組
合
の
組
合
長
を
兼
ね
る
町
長
が
専
ら
森
林
組
合
の
事
務
に
従
事
さ
せ
る
目
的
で
町
職
員
に
採
用
し
た
上
で
、
職
務
命
令

に
よ
り
森
林
組
合
に
出
向
さ
せ
、
町
長
の
指
揮
監
督
を
離
れ
て
森
林
組
合
の
事
務
に
従
事
さ
せ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
約
七
年
間
に
わ
た
っ

て
町
予
算
か
ら
給
与
を
支
払
っ
た
こ
と
を
、
違
法
な
も
の
と
し
て
、
町
民
が
町
に
代
位
し
て
町
長
個
人
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
住

民
訴
訟
で
あ
る
。
一
審
、
二
審
と
も
原
告
の
請
求
が
認
容
さ
れ
た
。
最
高
裁
は
、
本
件
森
林
組
合
に
つ
い
て
、
森
林
組
合
は
地
方
公
共
団
体

と
は
別
個
独
立
の
団
体
で
あ
り
、
地
方
公
共
団
体
に
属
し
な
い
中
間
団
体
で
あ
る
た
め
、
そ
の
事
務
は
性
質
上
地
方
公
共
団
体
と
同
一
視
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
本
件
職
員
派
遣
に
つ
い
て
、
人
事
院
規
則
の
定
め
る
「
正
規
の
出
向
」
に
よ
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
地
方
自
治
法

及
び
他
の
法
令
に
根
拠
を
有
す
る
職
員
の
派
遣
形
式
に
よ
る
も
の
で
も
な
い
。
町
長
が
森
林
組
合
に
「
町
職
員
を
、
そ
の
身
分
を
保
有
さ
せ

た
ま
ま
派
遣
し
、
町
長
の
指
揮
監
督
を
離
れ
た
、
実
際
の
執
務
上
は
、
町
職
員
と
し
て
で
は
な
く
、
専
ら
森
林
組
合
の
職
員
と
し
て
そ
の
事

務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
は
、
法
令
ま
た
は
条
例
に
基
づ
か
な
い
違
法
な
措
置
」
で
あ
る
。
本
件
給
与
の
支
払
に
つ
い
て
、
違
法
な
派
遣
に
基

づ
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
地
方
自
治
法
二
四
二
条
一
項
に
い
う
違
法
な
公
金
の
支
出
に
あ
た
る
、
と
し
て
原
審
判
決
を
維
持
し

た。
②

a
浦
和
地
裁
平
成
四
年
三
月
二
日
判
決
(
都
市
開
発
事
件
一
審
・
行
集
四
三
巻
コ
一
号
二
六
九
頁
)

本
件
は
市
長
が
代
表
取
締
役
を
兼
ね
る
市
が
出
資
し
て
設
立
し
た
株
式
会
社
に
市
職
員
を
職
務
命
令
に
よ
っ
て
派
遣
し
、
同
社
と
結
ん
だ

協
定
に
基
づ
い
て
給
与
を
支
払
っ
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
、
岡
市
の
住
民
が
、
職
務
命
令
に
よ
る
職
員
派
遣
は
職
務
専
念
義
務
違
反
で
あ
り
、

市
の
事
務
に
従
事
し
て
い
な
い
職
員
に
給
与
を
支
給
す
る
こ
と
は
、
法
律
ま
た
は
条
令
に
基
づ
か
な
い
違
法
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
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説

違
法
な
内
容
を
定
め
た
本
件
協
定
は
無
効
で
あ
る
と
し
て
、
株
式
会
社
に
不
当
利
得
返
還
を
求
め
た
住
民
訴
訟
で
あ
る
。
本
判
決
は
、
本
件

株
式
会
社
に
つ
い
て
、
株
式
会
社
の
事
業
に
は
公
益
性
が
認
め
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
本
質
的
に
は
営
利
を
目
的
と
す
る
商
法
上
の

株
式
会
社
組
織
を
と
る
私
企
業
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
営
業
目
的
と
す
る
再
開
発
ビ
ル
の
管
理
運
営
等
の
業
務
は
、
地
方
公
共
の
秩
序
を
維

持
し
、
住
民
の
安
全
、
健
康
及
び
福
祉
を
保
持
す
る
こ
と
等
を
目
的
と
す
る
地
方
公
共
団
体
の
事
務
と
は
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
件
職
員
派
遣
に
つ
い
て
、
地
方
公
共
団
体
が
当
該
地
方
公
共
団
体
以
外
の
団
体
に
職
員
派
遣
を
行
っ
て
、
そ
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と

は
、
法
律
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
職
務
専
念
義
務
に
反
し
な
い
と
見
ら
れ
る
場
合
又
は
予
め
職
務
専
念
義
務
違
反
の
問
題

が
生
じ
な
い
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
た
場
合
に
の
み
許
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
市
は
職
員
派
遣
に
つ
い
て
条
例
・
規
則
を
定
め
て
い
る
が
、

派
遣
さ
れ
る
職
員
に
つ
い
て
職
務
専
念
義
務
違
反
の
問
題
が
生
じ
な
い
よ
う
な
措
置
を
と
ら
ず
に
、
職
員
の
身
分
を
保
有
し
た
ま
ま
派
遣
し

た
の
は
、
地
方
公
務
員
法
三
五
条
に
違
反
す
る
違
法
な
措
置
で
あ
る
。
本
件
給
与
の
支
払
に
つ
い
て
、
派
遣
職
員
が
専
ら
株
式
会
社
の
業
務

に
従
事
し
て
市
の
事
務
は
担
当
し
な
か
っ
た
の
に
、
給
与
を
全
額
支
給
し
た
こ
と
は
、
根
拠
と
な
る
法
令
の
規
定
が
な
い
た
め
、
地
方
自
治

法
二

O
四
条
の
二
に
違
反
す
る
公
金
の
支
出
と
し
て
違
法
で
あ
る
。
本
件
協
定
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
私
法
上
の
契
約
と
し
て
の
性
質
を
有
し

て
い
る
が
、
公
共
の
利
益
に
係
る
行
政
法
規
に
反
す
る
違
法
な
事
項
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
強
行
法
規
な
い
し
公
序
良
俗
に
反

す
る
契
約
と
し
て
無
効
で
あ
る
、
と
し
て
、
株
式
会
社
に
対
し
て
不
当
利
得
(
派
遣
職
員
の
賃
金
)
の
返
還
を
命
じ
た
。

②

b
東
京
高
裁
平
成
六
年
一

O
月
二
五
日
判
決
(
都
市
開
発
事
件
控
訴
審
・
行
集
四
五
巻
一

0
・
一
一
号
一
八
六
八
頁
)

本
判
決
は
、
②

a
の
控
訴
審
判
決
で
あ
る
。
ま
ず
、
本
件
株
式
会
社
に
つ
い
て
、
一
審
判
決
を
引
用
し
た
上
で
、
本
件
「
株
式
会
社
は
地

方
公
共
団
体
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
」
、
そ
の
事
業
は
多
岐
に
わ
た
り
「
地
方
公
共
団
体
の
事
務
と
同
一
視
で
き

る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
た
。
次
に
、
本
件
職
員
派
遣
に
つ
い
て
、
市
は
必
要
が
あ
る
な
ら
ば
条
例
に
基
づ
い
て
規
則
を
改
正
す
る
こ
と
に

よ
り
職
務
専
念
義
務
に
違
反
し
な
い
よ
う
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
し
、
ま
た
、
本
件
給
与
の
支
払
に
つ
い
て
は
、
職
員
の

さ'A
白岡
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いわゆる第三セクターに関する行政法学的考察 (3) 

給
与
は
そ
の
職
務
と
責
任
に
応
じ
る
も
の
で
あ
り
、
現
行
法
上
職
員
を
他
の
団
体
に
派
遣
で
き
る
場
合
は
限
定
的
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
地

方
自
治
法
は
地
方
公
共
団
体
が
他
の
地
方
公
共
団
体
に
職
員
を
派
遣
し
た
場
合
に
お
い
て
も
給
与
等
の
支
出
は
派
遣
先
の
地
方
公
共
団
体
の

負
担
と
す
る
こ
と
等
に
鑑
み
れ
ば
、
本
件
職
員
派
遣
と
給
与
支
給
は
い
ず
れ
も
違
法
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
本
件
協
定
に
つ
い
て
、
条
項
は

職
務
専
念
義
務
に
抵
触
す
る
よ
う
な
職
員
の
派
遣
方
法
を
具
体
的
に
定
め
た
も
の
で
は
な
い
た
め
、
本
件
協
定
自
体
が
そ
れ
自
体
で
直
ち
に

強
行
法
規
に
反
す
る
違
法
な
事
項
を
内
容
と
す
る
と
は
言
え
な
い
も
の
の
、
派
遣
職
員
の
給
料
等
に
関
す
る
条
項
は
、
専
ら
株
式
会
社
の
業

務
に
従
事
し
、
市
の
業
務
に
従
事
せ
ず
、
し
か
も
市
の
指
揮
監
督
を
受
け
て
い
な
い
期
間
に
つ
い
て
給
与
等
を
支
給
す
る
こ
と
を
定
め
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
違
法
で
あ
る
と
判
示
し
た
。

③

a
横
浜
地
裁
平
成
五
年
四
月
二
八
日
器
(
商
工
会
議
所
派
遣
事
件
一
審
判
例
地
方
自
治
二
三
号
面
頁
)

本
件
は
、
市
が
商
工
会
議
所
と
締
結
し
た
協
定
に
基
づ
い
て
、
職
務
専
念
義
務
を
免
除
し
た
上
で
、
職
員
を
商
工
会
議
所
に
派
遣
し
、
そ

の
給
与
等
を
支
給
し
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
、
岡
市
の
住
民
が
本
件
給
与
支
給
を
違
法
と
し
、
市
長
に
対
し
て
給
与
相
当
額
の
損
害
賠
償
を
、

商
工
会
議
所
に
対
し
て
同
額
の
不
当
利
得
返
還
を
そ
れ
ぞ
れ
求
め
た
住
民
訴
訟
で
あ
る
。
本
判
決
で
は
、
ま
ず
本
件
商
工
会
議
所
に
つ
い
て
、

商
工
会
議
所
は
「
地
域
総
合
経
済
団
体
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
法
人
で
あ
り
、
そ
の
性
格
は
私
法
人
で
あ
る
が
、
公
法
人
的
性
格
を
合
わ

せ
持
つ
も
の
で
あ
る
」
が
、
地
方
公
共
団
体
の
行
政
組
織
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
そ
の
行
う
事
業
が
地
方
公
共
団
体
の
事
務

と
同
一
視
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
性
格
の
商
工
会
議
所
に
長
期
に
わ
た
り
職
員
を
派
遣
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
、
職
務
専

念
義
務
免
除
の
方
式
が
本
来
予
定
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
が
た
い
上
、
本
件
免
除
条
例
二
条
一
二
号
が
長
期
間
地
方
公
共
団
体
の
事
務
に
従
事

し
な
い
こ
と
と
な
る
よ
う
な
職
務
専
念
義
務
免
除
を
許
す
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
な
ど
と
し
て
、
本
件
職
務
専
念
義
務
免
除
及
び

本
件
派
遣
に
は
、
い
ず
れ
も
地
方
公
務
員
法
三
五
条
等
に
違
反
す
る
違
法
が
あ
る
と
さ
れ
た
。
本
件
給
与
の
支
払
に
つ
い
て
、
違
法
な
職
務

専
念
義
務
免
除
及
び
違
法
な
職
員
派
遣
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
市
の
職
員
と
し
て
そ
の
職
務
を
行
っ
て
い
な
い
派
遣
職
員
に
対
し
給
与
等
を
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説

一
般
的
な
ノ

l
ワ
l
ク
・
ノ

l
ベ
イ
の
原
則
に
反
し
違
法
で
あ
り
、
地
方
自
治
法
二

O
四
条
等
に
反
す
る
違
法
な
公
金

の
支
出
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
件
給
与
支
出
と
派
遣
命
令
と
の
密
接
な
関
係
か
ら
す
れ
ば
、
後
者
が
違
法
で
あ
る
以
上
前
者
も

支
給
す
る
こ
と
は
、

き也
口問

違
法
と
な
る
。
本
件
協
定
に
つ
い
て
は
、
強
行
法
規
に
反
し
無
効
で
あ
る
、
と
判
示
さ
れ
、
商
工
会
議
所
に
不
当
利
得
返
還
が
命
じ
ら
れ
た
。

③

b
東
京
高
裁
平
成
六
年
八
月
二
四
日
判
決
(
商
工
会
議
所
派
遣
事
件
控
訴
審
・
判
例
地
方
自
治
一
一
一
一
四
号
二
一
一
頁
)

本
判
決
は
、
③

a
の
控
訴
審
判
決
で
あ
る
。
ま
ず
、
本
件
商
工
会
議
所
に
つ
い
て
、
地
方
公
共
団
体
の
行
政
組
織
に
属
す
る
も
の
で
は
な

い
し
、
ま
た
、
そ
の
行
う
事
業
が
地
方
公
共
団
体
の
事
務
と
同
一
視
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
一
審
判
決
の
判
断
を
追
認
し
た
上
、
「
商
工

会
議
所
は
、
私
法
人
で
は
あ
る
が
、
営
利
法
人
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
一
般
の
民
法
の
公
益
法
人
と
比
較
し
て
も
、
当
該
地
域
に
お
け
る

か
な
り
高
度
な
公
共
的
な
性
格
を
有
す
る
法
人
で
あ
る
」
と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
商
工
会
議
所
の
事
務
と
地
方
公
共
団
体
の
事
務
と
は

同
一
視
で
き
な
い
以
上
、
本
件
派
遣
は
職
員
の
職
務
専
念
義
務
と
の
抵
触
を
生
じ
さ
せ
る
。
し
か
し
、
本
件
条
例
上
職
務
専
念
義
務
免
除
で

き
る
と
さ
れ
て
い
る
「
市
長
が
定
め
る
」
に
つ
い
て
は
、
格
別
の
限
定
を
付
し
て
い
な
い
た
め
、
職
員
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
場
合
に
職
務

専
念
義
務
免
除
を
行
う
か
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
市
長
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
、
裁
量
権
の
逸
脱
又
は
濫
用
が
あ
っ

た
場
合
で
な
い
限
り
違
法
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
、
本
件
職
員
派
遣
の
必
要
性
や
合
理
性
、
派
遣
職
員
の
身
分
及
び
処
遇
の
保
障
、
職
員
派

遣
の
適
切
な
制
度
が
確
立
し
て
い
な
い
現
状
を
あ
わ
せ
考
え
れ
ば
、
職
務
専
念
義
務
免
除
の
方
法
に
よ
る
職
員
派
遣
は
「
望
ま
し
い
こ
と
で

は
な
い
に
し
て
も
、
一
概
に
違
法
と
し
て
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
し
、
本
件
職
務
専
念
義
務
免
除
及
び
本
件
派
遣
は
違
法
で
は
な

い
と
し
た
。
本
件
給
与
の
支
払
に
つ
い
て
、
ノ

l
ワ
l
ク
・
ノ

l
ベ
イ
の
原
則
に
照
ら
し
て
、
「
疑
問
を
容
れ
る
余
地
が
な
い
で
は
な
い
」

と
し
な
が
ら
、
本
件
職
務
専
念
義
務
免
除
及
び
職
員
派
遣
が
違
法
で
あ
る
と
は
吾
一
守
え
な
い
上
、
本
件
支
出
自
体
に
は
何
ら
違
法
な
事
由
も
な

い
た
め
本
件
給
与
支
出
を
違
法
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。
本
件
協
定
に
つ
い
て
は
、
「
無
効
と
す
べ
き
理
由
は
な
い
」
と
し
、
商

工
会
議
所
の
不
当
利
得
を
否
定
し
た
。
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いわゆる第三セクターに関する行政法学的考察 (3) 

(
日
)

③

c
最
高
裁
平
成
一

O
年
四
月
一
一
四
日
判
決
(
商
工
会
議
所
派
遣
事
件
上
告
審
・
判
例
地
方
自
治
一
七
五
号
一

本
判
決
は
③
の
最
高
裁
判
決
で
あ
る
。
本
件
商
工
会
議
所
に
つ
い
て
、
「
商
工
会
議
所
が
団
体
と
し
て
公
共
的
な
性
格
を
有
す
る
こ
と
は

否
定
し
得
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
構
成
員
は
営
利
を
目
的
と
す
る
商
工
業
者
又
は
そ
の
団
体
で
あ
り
」
、
ま
た
、
予
算
執
行
と
行
政
目
的
の

見
地
か
ら
商
工
会
議
所
の
業
務
と
市
の
事
務
の
関
連
を
分
析
し
、
市
の
財
政
負
担
に
お
い
て
職
員
派
遣
を
行
う
行
政
上
の
必
要
性
も
合
理
性

も
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。
本
件
職
員
派
遣
等
の
適
否
に
つ
い
て
、
①
職
務
専
念
義
務
免
除
の
適
否
と
給
与
条
例
上
の
勤
務
し
な

い
こ
と
の
承
認
の
適
否
と
を
そ
れ
ぞ
れ
判
断
す
べ
き
こ
と
、
②
職
務
専
念
義
務
免
除
及
び
勤
務
し
な
い
こ
と
の
承
認
に
つ
い
て
明
示
の
要
件

が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
処
分
権
者
が
こ
れ
を
全
く
自
由
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
両
者
の
適
否

の
判
断
の
仕
方
と
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
地
方
公
務
員
法
三
十
条
、
三
十
五
条
、
二
十
四
条
一
項
の
各
趣
旨
に
違
反
し
な
い
か
ど
う
か
を
判
断

す
べ
き
こ
と
、
③
派
遣
目
的
、
派
遣
先
の
性
格
お
よ
び
業
務
内
容
、
派
遣
期
間
、
派
遣
人
数
等
諸
般
の
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
、
職
務

専
念
義
務
免
除
及
び
勤
務
し
な
い
こ
と
の
承
認
の
適
否
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
判
断
枠
組
を
提
示
し
た
上
、
本
件
で
は
商
工
会
議

所
の
業
務
内
容
及
ぴ
派
遣
職
員
の
職
務
内
容
と
市
の
行
政
目
的
と
の
関
係
等
に
つ
い
て
十
分
な
審
理
を
尽
く
し
て
か
ら
、
職
員
派
遣
の
必
要

性
を
検
討
し
、
そ
れ
に
照
ら
し
て
職
務
専
念
義
務
免
除
等
の
適
否
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
以
上
の
点
に
つ
い
て
何
ら
具
体
的
な
認
定

す
る
こ
と
な
く
、
本
件
給
与
支
出
の
適
法
性
を
肯
定
し
た
原
審
に
は
、
審
理
不
尽
ひ
い
て
は
理
由
不
備
の
違
法
が
あ
る
、
と
し
て
原
判
決
を

破
棄
し
差
戻
し
た
。

頁

④

a
岡
山
地
裁
平
成
八
年
二
月
二
十
七
日
判
決
(
チ
ボ
リ
公
園
職
員
派
遣
事
件
一
審
・
判
例
時
報
一
五
八
六
号
六
四
頁
)

本
件
は
、
岡
山
県
の
住
民
が
第
三
セ
ク
タ
ー
に
派
遣
さ
れ
た
県
の
職
員
に
対
す
る
給
与
支
出
は
違
法
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
地
方
自
治
法

北i去56(2・299)815

(
平
成
一
四
年
法
律
第
四
号
に
よ
る
改
正
前
の
も
の
。
)

二
回
二
条
の
二
第
一
項
四
号
に
基
づ
き
、
県
に
代
位
し
て
、
第
三
一
セ
ク
タ
ー
に
対

し
て
は
不
当
利
得
の
返
還
と
し
て
、
県
知
事
に
対
し
て
は
損
害
賠
償
と
し
て
、
既
払
給
与
相
当
額
の
支
払
い
を
求
め
た
住
民
訴
訟
で
あ
る
。



説

本
判
決
は
、
本
件
株
式
会
社
を
「
営
利
企
業
」
と
し
た
上
、
本
件
職
員
派
遣
及
び
給
与
支
出
に
つ
い
て
、
地
方
公
務
員
法
三
五
条
の
職
務
専

念
義
務
は
公
務
員
の
基
本
的
規
範
で
あ
り
、
職
務
専
念
義
務
の
免
除
措
置
を
伴
う
職
員
派
遣
が
許
さ
れ
る
の
は
、
職
務
専
念
義
務
に
反
し
な

い
と
見
う
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
本
件
株
式
会
社
の
設
立
目
的
、
事
業
内
容
、
県
の
出
資
割
合
等
に
照
ら
し
て
、

右
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
本
件
の
職
務
専
念
義
務
の
免
除
は
職
務
専
念
義
務
免
除
条
例
の
要
件
を
欠
く
も
の
と
し

て
違
法
で
あ
り
、
給
与
等
の
支
出
も
法
令
上
の
根
拠
を
欠
き
違
法
で
あ
る
、
と
判
示
し
た
。

④

b
広
島
高
裁
岡
山
支
部
平
成
十
三
年
六
月
二
十
八
日
判
決
(
チ
ボ
リ
公
園
職
員
派
遣
事
件
控
訴
審
・
判
例
地
方
自
治
二
二
四
号
六
二
頁
)

本
判
決
は
④

a
の
控
訴
審
判
決
で
あ
る
。
ま
ず
本
件
株
式
会
社
に
つ
い
て
、
「
基
本
的
に
は
営
利
を
目
的
と
す
る
株
式
会
社
で
あ
る
」
と

一
審
と
同
様
の
見
解
が
示
さ
れ
た
。
次
に
、
本
件
職
員
派
遣
及
び
給
与
支
出
に
つ
い
て
、
③

c
最
高
裁
判
決
の
判
断
枠
組
み
に
基
づ
き
、
職

務
専
念
義
務
免
除
条
例
に
基
づ
く
職
務
専
念
義
務
免
除
措
置
が
地
方
公
務
員
法
三
O
条
、
三
五
条
の
趣
旨
に
反
す
る
と
き
は
職
務
専
念
義
務

免
除
条
例
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
か
っ
、
本
件
給
与
条
例
の
勤
務
し
な
い
こ
と
の
承
認
が
地
方
公
務
員
法
二
四
条
一

項
の
趣
旨
に
反
す
る
と
き
は
違
法
と
な
る
と
し
た
上
、
県
の
出
資
割
合
、
本
件
協
定
の
内
容
等
に
照
ら
す
と
、
本
件
株
式
会
社
の
営
利
目
的

と
県
の
行
政
目
的
が
将
来
姐
厳
し
な
い
と
は
限
ら
ず
、
組
組
剛
防
止
の
た
め
の
手
当
て
も
十
分
で
な
く
、
派
遣
職
員
が
従
事
し
て
い
た
業
務
も

行
政
目
的
と
は
直
接
関
係
が
な
い
と
し
て
、
少
な
く
と
も
県
知
事
が
し
た
本
件
給
与
条
例
に
よ
る
派
遣
職
員
に
対
す
る
勤
務
し
な
い
こ
と
の

承
認
は
、
地
方
公
務
員
法
二
四
条
一
項
、
三
O
条
、
三
五
条
の
趣
旨
に
反
し
違
法
で
あ
り
、
派
遣
職
員
は
派
遣
期
間
中
県
の
事
務
に
従
事
し

て
い
な
い
こ
と
に
つ
き
適
法
な
承
認
を
得
て
い
た
と
は
三
守
え
な
い
か
ら
、
給
与
等
の
支
給
は
違
法
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

④

c
最
高
裁
平
成
十
六
年
一
月
十
五
日
判
決
(
チ
ボ
リ
公
園
職
員
派
遣
事
件
上
告
審
・
判
例
時
報
一
八
五

O
号
三

O
頁
)

本
判
決
は
、
本
件
職
員
派
遣
及
ぴ
給
与
等
の
支
出
の
適
否
に
つ
い
て
、
前
記
③

c
最
高
裁
判
決
の
判
断
基
準
を
援
用
し
た
上
、
こ
れ
を
本

件
に
つ
い
て
み
る
と
、
「
①
本
件
職
員
派
遣
は
、
第
一
審
被
告
会
社
と
の
連
絡
調
整
の
必
要
の
み
で
な
く
、
第
一
審
被
告
会
社
が
設
立
さ
れ

告ム
白岡
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た
ば
か
り
で
事
業
収
入
が
な
く
、
十
分
な
人
材
を
確
保
し
て
い
な
い
こ
と
を
考
慮
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
、
②
第
一
審
被
告
会
社
は

営
利
を
目
的
と
す
る
株
式
会
社
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
な
事
業
内
容
は
遊
園
施
設
等
の
経
営
で
あ
っ
た
、
③
本
件
派
遣
職
員
が
従
事
し
た
職

務
の
内
容
は
、
第
一
審
被
告
会
社
の
組
織
体
制
の
確
立
、
社
員
教
育
、
資
金
調
達
等
、
第
一
審
被
告
会
社
の
業
務
全
般
に
及
ん
で
い
た
、
④

第
一
審
被
告
会
社
に
は
常
時
二
人
か
ら
六
人
の
職
員
が
派
遣
さ
れ
、
派
遣
人
数
は
述
べ
十
三
人
、
派
遣
期
間
は
約
七
年
間
に
及
ん
だ
と
い
う

の
で
あ
る
か
ら
、
第
一
審
被
告
会
社
が
県
の
推
進
す
る
倉
敷
チ
ボ
リ
公
園
の
建
設
、
運
営
の
た
め
に
県
等
が
出
資
し
て
設
立
さ
れ
た
株
式
会

社
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
し
て
も
、
本
件
職
務
専
念
義
務
の
免
除
が
本
件
免
除
規
則
二
条
二
号
所
定
の
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
で
き
ず
、
本
件
承
認
は
、
地
方
公
務
員
法
二
十
四
条
一
項
の
趣
旨
に
反
す
る
違
法
な
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、

いわゆる第三セクターに関する行政法学的考察 (3) 

本
件
承
認
を
是
正
す
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
前
提
に
し
て
行
わ
れ
た
本
件
派
遣
職
員
に
対
す
る
給
与
支
出
は
違
法
と
い
う
べ
き
で
あ
」
る
と

し
て
い
る
。

(ロ)

⑤

a
神
戸
地
裁
平
成
一

O
年
一
一
月
二
七
日
判
決
(
創
造
協
会
事
件
・
労
働
判
例
七
八
二
号
七
二
頁
)

一
二
世
紀
ひ
ょ
う
ご
創
造
協
会
に
派
遣
さ
れ
た
県
職
員
の
勤
務
条
件
に
つ
い
て
、
当
該
職
員
の
加
入
す
る
地
方
公
務
員
法
上
の
職
員
団
体

の
支
部
組
織
が
協
会
に
よ
り
団
体
交
渉
を
拒
否
さ
れ
た
た
め
、
地
労
委
に
救
済
申
立
て
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
地
労
委
は
、
派
遣
職
員
が
労
働

組
合
法
上
の
「
労
働
者
」
で
は
な
く
、
ま
た
職
員
団
体
も
労
働
組
合
法
上
の
「
労
働
組
合
」
で
は
な
い
と
し
て
、
こ
れ
を
却
下
し
た
。
本
件

は
地
労
委
決
定
の
取
消
請
求
事
件
で
あ
る
。
本
判
決
は
、
派
遣
職
員
の
従
事
す
る
業
務
は
公
益
的
な
色
彩
の
強
い
も
の
と
は
い
え
、
県
の
業

務
と
実
質
的
に
問
視
で
き
る
ほ
ど
の
性
質
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
勤
務
時
間
な
ど
に
は
地
方
公
務
員
法
の
適

用
が
な
い
こ
と
等
を
理
由
に
、
派
遣
職
員
は
労
働
組
合
法
上
の
「
労
働
者
」
に
あ
た
る
と
し
た
が
、
職
員
団
体
が
労
働
組
合
法
上
の
「
労
働

組
合
」
に
相
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
職
員
団
体
が
地
方
公
共
団
体
以
外
の
団
体
と
団
体
交
渉
す
る
こ
と
は
現
行
地
方
公
務
員
法
及
、
ぴ

(
日
)

労
働
組
合
法
の
予
定
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
等
を
根
拠
に
そ
れ
を
否
定
し
た
。
本
件
は
第
三
セ
ク
タ
ー
に
派
遣
さ
れ
た
職
員
の
労
働
条
件
や
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説

団
交
権
を
め
ぐ
る
は
じ
め
て
の
判
決
で
あ
る
。
本
件
職
員
派
遣
は
、
県
と
協
会
が
結
ん
だ
協
定
に
基
づ
き
職
務
専
念
義
務
免
除
に
よ
り
行
わ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
派
遣
職
員
の
給
料
等
に
つ
い
て
、
県
が
負
担
す
る
と
さ
れ
て
い
た
。

論

⑤

b
大
阪
高
裁
平
成
一
一
年
一
一
月
二
六
日
判
決
(
創
造
協
会
事
件
控
訴
審
・
労
働
判
例
七
八
二
号
六
七
頁
)

本
件
は
⑤
の
控
訴
審
で
あ
る
。
本
件
協
会
に
つ
い
て
、
県
の
将
来
の
積
極
的
行
政
部
門
に
お
け
る
最
重
要
項
目
に
関
す
る
業
務
を
遂
行
し

て
お
り
、
実
質
的
に
県
の
業
務
と
同
一
視
で
き
、
協
会
の
業
務
は
公
益
性
が
相
当
高
い
と
い
う
見
地
に
立
っ
て
、
派
遣
職
員
及
び
職
員
団
体

の
労
働
法
上
の
「
労
働
者
」
及
び
「
労
働
組
合
」
の
該
当
性
を
い
ず
れ
も
否
定
し
た
。
第
三
セ
ク
タ
ー
の
業
務
が
実
質
的
に
地
方
公
共
団
体

の
業
務
と
同
一
視
で
き
る
と
さ
れ
た
の
は
本
判
決
が
は
じ
め
て
の
よ
う
で
あ
る
。

⑥
福
井
地
裁
平
成
八
年
二
月
一
四
日
判
決
(
勝
山
第
三
セ
ク
タ
ー
派
遣
事
件
・
判
例
地
方
自
治
一
五
二
号
五
九
頁
)

本
件
は
市
長
が
職
務
専
念
義
務
を
免
除
し
て
市
職
員
を
第
三
セ
ク
タ
ー
に
派
遣
し
、
派
遣
期
間
中
そ
の
給
与
等
を
支
給
し
て
い
た
こ
と
に

対
し
て
、
住
民
が
、
本
件
派
遣
は
違
法
な
も
の
で
あ
り
、
給
与
等
支
出
は
違
法
な
公
金
支
出
で
あ
る
と
し
て
市
長
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
求

め
た
住
民
訴
訟
で
あ
る
。
本
判
決
は
、
本
件
第
三
セ
ク
タ
ー
に
つ
い
て
、
法
形
式
的
に
は
株
式
会
社
と
い
う
営
利
法
人
で
あ
り
、
市
の
業
務

と
同
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
高
度
な
公
益
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
地
方
公
務
員
法
は
職
務
専
念
義
務
免
除
の
要
件

を
条
例
に
委
ね
、
条
例
は
更
に
任
命
権
者
の
裁
量
を
明
確
化
し
た
規
則
に
ゆ
だ
ね
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
法
や
条
例
の
趣
旨
に
反
す
る

よ
う
な
逸
脱
が
な
い
限
り
任
免
権
者
の
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、

一
定
期
間
職
務
に
従
事
し
て
い
な
い
だ
け
で
、
常
勤
の

職
員
と
し
て
の
地
位
を
失
う
も
の
で
は
な
く
、
市
の
職
務
に
従
事
し
な
か
っ
た
こ
と
だ
け
で
、
給
与
支
出
を
全
て
違
法
と
す
る
こ
と
は
で
き

(
比
)

な
い
と
し
て
、
本
件
第
三
セ
ク
タ
ー
へ
の
派
遣
と
給
与
支
給
は
、
地
方
公
務
員
法
及
び
職
務
専
念
義
務
条
例
に
違
反
せ
ず
、
い
ず
れ
も
違
法

で
は
な
い
と
さ
れ
た
。

2 

判
例
の
整
理
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以
上
の
判
決
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
第
三
セ
ク
タ
ー
に
つ
い
て
、
⑤
b
判
決
を
除
い
て
、
諸
判
決
は
第
三
セ
ク
タ
ー
の
公

益
性
の
度
合
い
に
対
す
る
認
識
に
は
一
定
の
温
度
差
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
公
益
法
人
で
あ
れ
、
株
式
会
社
で
あ
れ
、
第
三
セ
ク
タ
ー
の
法

人
形
態
を
問
わ
ず
、
い
ず
れ
も
地
方
公
共
団
体
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
事
務
も
地
方
公
共
団
体
の
事
務
と
同
一
視
で
き
な
い

いわゆる第三セクターに関する行政法学的考察 (3) 

と
す
る
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
職
員
派
遣
に
つ
い
て
、
①
以
外
の
事
案
は
、
全
て
地
方
公
共
団
体
と
派
遣
先
の
第
三
セ
ク
タ
ー
等
と
の
聞
に
締
結
さ
れ
た
い
わ
ゆ

る
協
定
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
派
遣
形
式
か
ら
す
れ
ば
、
職
務
命
令
に
よ
る
場
合
(
⑦
嵐
山
百
)
も
あ
れ
ば
、
職
務
専
念
義
務
免
除

に
よ
る
場
合
(
③
④
⑦
)
⑥
)
も
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
職
務
命
令
の
場
合
と
言
っ
て
も
派
遣
事
情
が
違
う
よ
う
で
あ
る
。
①
の
派
遣
に
は
条

例
等
の
根
拠
が
な
か
っ
た
が
、
②
で
は
、
市
長
は
職
員
定
数
条
例
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
規
則
の
規
定
を
根
拠
と
し
て
職
務
命
令
を
発
し
て
い

る
。
職
員
派
遣
の
適
否
か
ら
見
れ
ば
、
①
②
は
、
職
務
専
念
義
務
と
の
抵
触
に
つ
い
て
の
手
当
て
が
さ
れ
て
い
な
い
が
、
③
に
お
い
て
こ
の

問
題
を
中
心
に
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
③

a
は
第
三
セ
ク
タ
ー
等
に
長
期
に
わ
た
り
職
員
派
遣
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
、
職
務
専
念

義
務
免
除
の
方
式
は
本
来
予
定
さ
れ
て
い
な
い
し
、
本
件
免
除
条
例
も
長
期
間
地
方
公
共
団
体
の
事
務
に
従
事
し
な
い
こ
と
と
な
る
よ
う
な

職
務
専
念
義
務
免
除
を
許
す
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
の
に
対
し
て
、
③
b
と
⑥
は
派
遣
が
職
員
の
職
務
専
念
義
務
と
の
抵

触
を
生
じ
さ
せ
る
と
認
め
な
が
ら
、
長
の
裁
量
権
に
注
目
し
、
裁
量
権
の
逸
脱
又
は
濫
用
が
あ
っ
た
場
合
で
な
い
限
り
違
法
と
は
云
守
え
な
い

と
し
た
。
③

c
と
④
b
④

c
は
、
派
遣
職
員
は
市
の
事
務
に
従
事
し
て
い
な
い
た
め
、
職
務
専
念
義
務
の
免
除
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
に
加

え
て
勤
務
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
承
認
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
第
三
セ
ク
タ
ー
等
へ
の
職
員
派
遣
問
題
に
つ
い
て
、
判
決
内
容
自
体
が
異
な
る
ほ
か
、
同
じ
事
案
に
つ
い
て

も
判
断
が
分
か
れ
て
い
る
し
、
ま
た
、
同
じ
結
論
に
至
っ
た
判
決
に
お
い
て
も
、
そ
の
理
由
付
け
に
は
劃
語
が
あ
る
。
し
か
し
、
③
b
及
び

(
日
)

⑥
の
結
論
と
、
⑤
は
そ
も
そ
も
給
与
支
給
自
体
が
争
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
除
け
ば
、
裁
判
例
に
は
地
方
公
共
団
体
の
給
与
負
担
を
伴



説

(
日
)

う
派
遣
を
厳
し
く
限
定
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
う
か
が
え
よ
う
。

論

ま
た
、
⑤
の
事
案
は
、
内
容
か
ら
す
れ
ば
他
の
事
案
と
比
べ
る
と
や
や
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、
第
三
セ
ク
タ
ー

へ
の
職
員
派
遣
が
定
着
す
る
に
つ
れ
て
、
一
方
で
地
方
公
務
員
と
し
て
身
分
を
有
し
、
他
方
で
第
三
セ
ク
タ
ー
の
就
業
規
則
等
を
受
け
る
こ

(口)

と
に
な
る
よ
う
な
労
使
関
係
を
ど
の
よ
う
に
規
律
す
べ
き
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。

判
例
の
分
析

北法56(2・304)820

3 

(
凶
)

第
三
セ
ク
タ
ー
へ
の
職
員
派
遣
に
つ
い
て
、
残
念
な
が
ら
、
「
こ
れ
を
体
系
的
・
理
論
的
に
論
じ
た
学
説
と
い
う
べ
き
も
の
は
な
い
」
現

(
印
)

状
に
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
、
諸
判
決
に
関
連
し
て
次
の
よ
う
な
見
解
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
。

①
当
然
適
法
説

上
、
職
務
命
令
が
無
効
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
ま
た
は
欠
勤
や
職
務
命
令
違
反
等
を
除
け
ば
、
当
該
地
方
公
共
団
体
は
給
与
支
給
義
務
を
負
っ

て
お
り
、
給
与
支
出
は
適
法
で
あ
る
と
す
る
見
解
で
あ
る
。

こ
れ
は
給
与
支
出
自
体
に
焦
点
を
当
て
て
、
派
遣
職
員
は
職
務
命
令
を
受
け
て
そ
の
通
り
勤
務
し
て
い
た
の
で
あ
る
以

②
当
然
違
法
説
こ
れ
は
派
遣
職
員
が
派
遣
先
に
お
い
て
従
事
す
る
職
務
に
焦
点
を
当
て
て
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
事
務
と
一
体
化
又

は
同
一
視
で
き
る
場
合
を
除
き
、
地
方
公
共
団
体
の
職
務
を
遂
行
し
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
ノ

l
ワ
i
ク
・
ノ

l
ペ
イ
の
原
則
か
ら
す
れ
ば
、

給
与
支
給
は
違
法
で
あ
る
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
前
記
②

a
や
②
b
の
立
論
は
こ
れ
に
近
い
と
思
わ
れ
る
。

③
限
定
解
釈
説
こ
れ
は
職
務
専
念
義
務
免
除
の
有
無
と
適
否
に
焦
点
を
当
て
て
、
二
疋
の
基
準
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
職
務
専
念
義
務
免

除
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
こ
の
説
は
、
職
務
専
念
義
務
は
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
の
公
務
員
の
地
位
に
基
づ
く
服
務
の
基
準

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
免
除
は
容
易
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
③

aは
こ
の
説
を
採
用
し
て
い
る
と

見
ら
れ
る
。

④
裁
量
説

こ
れ
も
職
務
専
念
義
務
免
除
の
有
無
と
適
否
に
着
目
し
、
職
務
専
念
義
務
免
除
が
な
け
れ
ば
違
法
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
あ
れ



ば
こ
れ
に
つ
い
て
の
長
の
裁
量
権
の
逸
脱
、
濫
用
の
問
題
と
し
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
③
b
及
、
び
⑥
は
裁
量
説
を
採

用
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

いわゆる第三セクターに関する行政法学的考察 (3) 

⑤
総
合
説
こ
れ
は
前
記
当
然
適
法
説
に
も
当
然
違
法
説
に
も
裁
量
説
に
も
立
た
な
い
も
の
で
あ
り
、
主
に
前
記
③

c
最
高
裁
平
成
一

0

年
四
月
二
四
日
判
決
の
判
断
に
基
づ
い
て
抽
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
職
員
派
遣
自
体
や
給
与
関
係
及
、
ぴ
職
務
専
念
義
務
免
除

に
で
は
な
く
、
職
務
専
念
義
務
免
除
と
給
与
条
例
上
の
勤
務
し
な
い
こ
と
の
承
認
と
の
両
方
に
焦
点
を
当
て
て
、
そ
の
適
否
を
そ
れ
ぞ
れ
判

断
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
③

cと
④
b
④

c
は
こ
の
説
の
典
型
例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
セ
ク
タ
ー
へ
の
職
員
派
遣
問
題
に
つ
い
て
、
学
説
は
一
応
以
上
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

(
初
)

別
の
見
地
か
ら
反
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
な
ら
ず
、
諸
学
説
の
灰
分
自
体
も
必
ず
し
も
厳
密
な
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、

①
当
然
適
法
説
に
つ
い
て
、
職
務
命
令
が
無
効
で
あ
る
場
合
、
そ
れ
は
当
然
適
法
と
一
士
一
守
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
②
当
然
違
法
説
に
つ
い
て
は
、

当
該
地
方
公
共
団
体
の
事
務
と
一
体
化
又
は
同
一
視
で
き
る
場
合
な
ら
、
同
様
に
当
然
違
法
と
は
言
え
る
か
ど
う
か
。
ま
た
、
③
限
定
解
釈

説
に
つ
い
て
は
、
二
疋
の
基
準
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
職
務
専
念
義
務
免
除
は
許
さ
れ
な
い
が
、
逆
に
言
え
ば
、
二
疋
の
基
準
を
満
た
し
て
い

れ
ば
許
さ
れ
る
と
解
さ
れ
よ
う
。
な
お
、
⑤
総
合
説
に
対
し
て
、
職
務
専
念
義
務
免
除
と
給
与
条
例
上
の
勤
務
し
な
い
こ
と
の
承
認
の
適
否

を
そ
れ
ぞ
れ
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
職
務
専
念
義
務
免
除
以
外
の
派
遣
形
式
に
も
妥
当
す
る
か
、
果
た
し
て
普
遍
的

な
基
準
と
な
り
う
る
か
、
ま
た
、
法
的
に
は
職
務
専
念
義
務
免
除
と
給
与
条
例
上
の
勤
務
し
な
い
こ
と
の
承
認
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
が
、

行
政
実
務
上
、
必
ず
し
も
厳
格
に
区
分
さ
れ
て
い
な
い
、
等
の
見
地
か
ら
異
議
を
唱
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
第
三
セ
ク
タ
ー
へ
の
職
員
派
遣
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
解
釈
論
と
し
て
の
定
説
は
ま
だ
な
い
と
認
め
ざ
る
を

日
一
寸
ぷ
、
‘
0

4
f
f
し



説

公
益
法
人
等
派
遣
法
施
行
後
の
職
員
派
遣

(
こ
公
益
法
人
等
派
遣
法
制
定
の
背
景

総
務
省
が
行
っ
た
調
査
に
よ
る
と
、
二

O
O
二
年
一
月
現
在
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
六
五
、

が
役
員
と
し
て
、
三
六
、
三
五
四
人
が
職
員
と
し
て
)
が
第
三
セ
ク
タ
ー
等
に
派
遣
さ
れ
、
常
勤
的
又
は
非
常
勤
的
に
事
務
に
従
事
し
て
い

(
幻
)

る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
現
行
制
度
に
は
第
三
セ
ク
タ
ー
に
地
方
公
共
団
体
の
職
員
を
派
遣
す
る
根
拠
な
り
、
派

遣
職
員
の
身
分
取
り
扱
い
を
保
障
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
制
度
は
存
在
し
な
い
た
め
、
地
方
公
共
団
体
に
よ
っ
て
派
遣
形
式
も
ま
ち
ま
ち

で
あ
る
し
、
給
与
、
年
金
等
の
取
り
扱
い
に
お
い
て
も
必
ず
し
も
不
利
益
と
な
ら
な
い
と
は
限
ら
な
い
等
の
問
題
点
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。

地
方
自
治
行
政
に
お
い
て
、
限
ら
れ
た
財
的
、
人
的
資
源
の
下
で
、
よ
り
複
雑
化
・
多
様
化
し
た
行
政
目
的
を
よ
り
効
率
的
・
効
果
的
に
実

現
す
る
た
め
、
こ
れ
か
ら
も
第
三
セ
ク
タ
ー
の
活
用
が
期
待
さ
れ
る
だ
け
に
、
統
一
的
な
ル

l
ル
の
制
定
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。

ま
た
、
第
三
セ
ク
タ
ー
へ
の
職
員
派
遣
問
題
に
つ
い
て
、
住
民
訴
訟
が
相
次
ぎ
、
特
に
前
記
最
高
裁
平
成
一

O
年
四
月
二
四
日
判
決
が
言

一
O
二
人
(
そ
の
う
ち
、
二
八
、
七
四
八
人

北j去56(2・306)822

五

三笠為
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い
渡
さ
れ
て
以
来
、
こ
の
問
題
の
法
的
解
決
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
た
。

以
上
は
公
益
法
人
等
派
遣
法
の
制
定
に
客
観
的
必
然
性
を
提
供
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
他
方
で
、
近
年
旧
自
治
省
や
学
界
が
地

方
公
務
員
制
度
の
変
革
に
い
ち
早
く
注
目
し
、
第
一
一
一
セ
ク
タ
ー
へ
の
職
員
派
遣
に
関
す
る
一
定
の
理
論
蓄
積
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
、
当
該

法
律
の
制
定
に
理
論
的
可
能
性
を
も
た
ら
し
た
と
言
え
る
。
一
九
八
九
年
七
月
に
「
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
人
事
交
流
制
度
に
関
す
る
研

究
会
」
が
発
足
さ
れ
、
同
研
究
会
に
お
い
て
、
実
態
調
査
に
基
づ
い
て
①
第
三
一
セ
ク
タ
ー
へ
の
職
員
派
遣
の
た
め
の
新
た
な
制
度
確
立
の
必

要
性
の
有
無
、
②
派
遣
先
と
な
る
第
三
セ
ク
タ
ー
や
派
遣
職
員
の
要
件
、
③
派
遣
職
員
の
身
分
取
り
扱
い
、
処
遇
等
に
つ
い
て
の
検
討
が
行

(
幻
)

わ
れ
て
い
た
。
同
研
究
会
は
、
職
員
派
遣
の
問
題
の
抜
本
的
な
解
決
を
図
る
た
め
に
は
、
特
別
の
制
度
の
創
設
に
つ
い
て
検
討
を
す
る
必
要

が
あ
る
と
し
て
い
た
。



一
九
九
七
年
五
月
に
地
方
公
務
員
制
度
全
般
の
見
直
し
を
行
お
う
と
す
る
「
地
方
公
務
員
制
度
調
査
研
究
会
」
が
発
足
し
、
翌

年
七
月
に
意
見
の
中
間
整
理
が
ま
と
め
ら
れ
て
、
そ
の
中
に
「
第
三
セ
ク
タ
ー
等
へ
の
職
員
派
遣
」
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
一
九
九
九
年
四
月
、

(
幻
)

同
研
究
会
の
報
告
「
地
方
自
治
・
新
時
代
の
地
方
公
務
員
制
度
」
が
公
表
さ
れ
、
第
一
一
一
セ
ク
タ
ー
へ
の
派
遣
職
員
の
身
分
取
り
扱
い
及
び
処

遇
等
に
つ
い
て
統
一
的
な
ル

l
ル
を
確
立
す
る
た
め
、
法
制
化
の
必
要
が
あ
る
と
提
言
さ
れ
た
。

以
上
を
受
け
て
二

0
0
0
年
四
月
二
六
日
に
公
益
法
人
等
派
遣
法
が
同
年
法
律
第
五
O
号
と
し
て
公
布
さ
れ
、
二

O
O
二
年
四
月
一
日
か

ら
施
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
当
該
法
律
は
、
そ
の
第
一
条
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
職
員
派
遣
の
適
正
化
、
手
続
き
の
透
明
化
、
派
遣
職
員

そ
の
後
、

いわゆる第三セクターに関する行政法学的考察 (3) 

の
身
分
取
り
扱
い
の
明
確
化
を
図
る
た
め
統
一
的
な
ル

l
ル
を
設
定
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
地
域
に
お
け
る
人
材
の
有
効
活
用
を
通
じ
て
官
と

民
と
の
適
切
な
連
携
協
力
に
よ
る
地
方
公
共
団
体
の
諸
施
策
の
推
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

(
二
)
新
た
な
派
遣
制
度
の
枠
組
み

公
益
法
人
等
派
遣
法
に
お
い
て
は
、
大
き
く
分
け
て
二
種
類
の
派
遣
制
度
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
地
方
公
務
員
の
身
分
を
保

有
し
た
ま
ま
民
法
上
の
公
益
法
人
等
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
派
遣
制
度
と
、
職
員
が
退
職
し
た
上
で
、
二
疋
の
要
件
を
満
た
し
た
商
法
上

の
営
利
法
人
(
「
特
定
法
人
」
)
の
業
務
に
従
事
し
て
、
派
遣
期
間
が
満
了
し
た
場
合
等
に
再
び
採
用
す
る
退
職
派
遣
制
度
の
二
つ
の
制
度
で

あ
る
。
前
者
は
地
方
公
務
員
の
身
分
が
維
持
さ
れ
る
た
め
、
公
務
員
型
と
言
え
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
派
遣
期
間
に
お
い
て
地
方
公
務
員

の
身
分
を
し
ば
ら
く
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
、
非
公
務
員
型
と
言
え
よ
う
。

ま
ず
、
対
象
法
人
に
つ
い
て
、
職
員
派
遣
制
度
と
退
職
派
遣
制
度
と
で
は
、
民
法
上
の
公
益
法
人
等
へ
の
派
遣
と
商
法
上
の
営
利
法
人
へ

の
派
遣
と
の
区
別
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
要
件
と
し
て
、
い
ず
れ
も
①
派
遣
先
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
が
当
該
地
方
公
共
団
体
の
事
務
又

は
事
業
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
、
②
当
該
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
施
策
の
推
進
を
図
る
た
め
人
的
援
助
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
③

条
例
で
定
め
る
、
の
三
点
が
共
通
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
も
う
少
し
敷
ん
約
す
れ
ば
、
地
方
公
共
団
体
が
第
三
セ
ク
タ
ー
に
職
員
派
遣
を
行

北法56(2・307)823



説

お
う
と
す
る
場
合
に
は
、
派
遣
先
の
公
益
性
、
派
遣
元
と
派
遣
先
の
業
務
の
関
連
性
及
び
派
遣
の
必
要
性
等
を
総
合
的
に
検
討
し
、
条
例
化

し
た
上
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

'2，6. 
副官

次
に
、
派
遣
前
の
手
続
に
つ
い
て
、
職
員
派
遣
制
度
の
場
合
と
退
職
派
遣
制
度
の
場
合
は
、

い
ず
れ
も
地
方
公
共
団
体
の
事
務
・
事
業
と

密
接
な
関
連
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
業
務
に
限
っ
て
、
派
遣
元
で
あ
る
地
方
公
共
団
体
と
派
遣
先
で
あ
る
第
一
一
一
セ
ク
タ
ー
と
の
聞
に
業
務

内
容
等
に
関
す
る
取
決
め
を
締
結
す
る
こ
と
や
、
取
決
め
の
内
容
を
派
遣
職
員
に
明
示
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
し
か
し
、
職
員
派
遣

制
度
の
場
合
は
、
当
該
取
決
め
の
内
容
に
つ
い
て
、
「
職
員
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
退
職

派
遣
制
度
の
場
合
は
、
形
式
上
派
遣
職
員
の
依
頼
退
職
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
、
「
任
命
権
者
の
要
請
に
応
じ
て
職
員
が

退
職
」
す
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。

次
に
、
派
遣
期
間
に
つ
い
て
、
職
員
派
遣
制
度
と
退
職
派
遣
制
度
と
で
は
、

い
ず
れ
も
三
年
を
原
則
と
し
て
い
る
が
、
前
者
の
場
合
、
任

命
権
者
が
特
に
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
派
遣
先
と
の
合
意
及
び
派
遣
職
員
の
同
意
を
経
て
か
ら
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
に
お
い
て
延
長

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
業
務
内
容
に
つ
い
て
は
、
職
員
派
遣
制
度
の
場
合
も
退
職
派
遣
制
度
の
場
合
も
取
決
め
に
従
っ
て
派
遣
先

の
第
三
セ
ク
タ
ー
の
業
務
に
従
事
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
給
与
に
つ
い
て
は
、
両
方
と
も
支
給
し
な
い
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
が
、
前
者

の
場
合
、
委
託
業
務
や
共
同
業
務
等
に
限
っ
て
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
給
与
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。

ま
た
、
服
務
の
適
用
に
つ
い
て
、
退
職
派
遣
制
度
の
場
合
、
非
公
務
員
と
な
る
た
め
適
用
を
一
切
受
け
な
い
の
に
対
し
て
、
職
員
派
遣
制

度
の
場
合
は
、
職
務
上
の
服
務
の
適
用
が
な
い
も
の
の
、
「
信
用
失
墜
行
為
の
禁
止
」
・
「
政
治
的
行
為
の
禁
止
」
等
身
分
上
の
服
務
の
適
用

が
あ
る
と
さ
れ
る
。

な
お
、
復
職
に
つ
い
て
、
職
員
派
遣
制
度
の
場
合
、
職
員
派
遣
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
又
は
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
時
と
派

遣
期
聞
が
満
了
し
た
時
、
派
遣
職
員
を
職
務
に
復
帰
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
退
職
派
遣
制
度
の
場
合

北法56(2・308)824



いわゆる第三セクターに関する行政法学的考察 (3) 

公益法人等派遣法の派遣制度(派遣形式、内容及び特徴)

区分 職員派遣帝IJ度(公務員型) 退職派遣制度(非公務員型)

徴特
-地方公共団体から公益法人等へ派遣 -地方公共団体から営利法人へ派遣

-地方公務員の身分を保有 -地方公務員の身分をしばらく放棄

-民法三四条法人、特別の法律により設 -地方公共団体が出資している株式会社又

対象法人

立された一定の法人及び地方六団体のう は有限会社のうち、その業務が公益増進に

ち、その業務が地方公共団体の事務・事 資するとともに地方公共団体の事務・事業

業と密接な関連を有し、施策推進を図る と密接な関連を有し、施策推進を図る上で

上での人的援助が必要なものとして認め の人的援助が必要なものとして認められる
られるもの もの

-条例で対象団体を規定 -条例で対象団体を規定

-任命権者と対象法人との問で業務内容 -任命権者と対象法人との聞で業務内容等

続遣手派前

等について取決めを締結(主として地方 について取決めを締結(主として地方公共

公共団体の事務・事業と密接な関連を有 団体の事務・事業と密接な関連を有すると
すると認められる業務に限定) 認められる業務に限定)

-職員に取決めの内容を明示 -職員に取決めの内容を明示
-職員の同意 -任命権者の要請に応じて職員が退職

!11I151 1 -期間:三年以内(五年まで延長可)
-期間:三年以内

取決めに従って対象法人の業務に従事

務'業勺、
-給与支給せず(委託業務や共同業務

-取決めに従って対象法人の業務に従事

等の場合支給可)
-給与:支給せず

-身分上の服務の適用あり (1信用失墜
-身分上の服務の適用なし

務服
行為の禁止J. 1政治的行為の禁止j等)
-職務仁の服務の適用なし (1職務命令

-職務上の服務の適用なし
に従う義務J. 1職務専念義務J等)

復職 期間満了の場合等には復職
期間満了の場合等には、地方公務員法の欠|

格条項に該当する場合等を除き採用

l 処坐遇~ 
-派遣期間中、派遣先団体に係る制度を適用(医療保険:健康保険、災害補償:労働
災害補償)

-復帰後、共済長期給付制度及び退職手当制度において派遣期間を通算して適用・部

内の職員との均衡に配慮

表2

注・陸川克己「公益法人等へのー般職の地方公務員の派遣等に関する法律について」地方自治

六三二号(三000年)七三 七四頁及び内田憲治「第三セクタ一等への自治体職員派遣で新
たな制度を創設一公益法人等地方公務員派遣法案」立法と調査二ー七号 (.~OOO年)三二頁
の表に基づいて作成

は
、
派
遣
期
間
が
満
了
し
た
時
に
は
、

地
方
公
務
員
法
の
欠
格
条
項
に
該
当

す
る
場
合
等
を
除
き
採
用
す
る
と
さ

れ
る
。最
後
に
、
派
遣
職
員
の
処
遇
等
に

つ
い
て
、
職
員
派
遣
制
度
と
退
職
派

遣
制
度
を
問
わ
ず
、
い
ず
れ
も
①
派

遣
期
間
中
の
処
遇
に
つ
い
て
、
派
遣

先
団
体
に
係
る
制
度
を
適
用
す
る
、

②
復
職
後
の
処
遇
に
つ
い
て
は
、
共

済
長
期
給
付
制
度
及
び
退
職
手
当
制

度
に
お
い
て
派
遣
期
間
を
通
算
し
て

適
用
す
る
、
③
そ
の
他
復
帰
後
の
処

遇
は
、
部
内
の
職
員
と
の
均
衡
に
配

慮
す
る
と
さ
れ
る
。

北法56(2・309)825
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と
め
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が
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で
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等
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説

当
該
法
律
の
制
定
に
よ
っ
て
、
従
来
地
方
公
共
団
体
が
職
務
命
令
や
職
務
専
念
義
務
免
除
、
休
戦
及
び
退
職
等
の
在
来
制
度
の
拡
大
解
釈

や
運
用
に
よ
り
行
っ
て
き
た
第
三
セ
ク
タ
ー
へ
の
職
員
派
遣
は
、
職
員
派
遣
の
法
的
根
拠
、
派
遣
職
員
の
身
分
取
り
扱
い
の
保
障
等
に
つ
い

て
特
別
立
法
の
形
で
法
的
に
明
確
化
さ
れ
た
と
言
え
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
地
方
公
共
団
体
が
第
三
セ
ク
タ
ー
に
職
員
派
遣
を
行
う
統
一
的

な
ル

l
ル
が
確
立
さ
れ
、
職
員
派
遣
が
名
実
と
も
に
合
法
化
と
さ
れ
た
。
こ
れ
か
ら
第
三
セ
ク
タ
ー
に
地
方
公
共
団
体
が
職
員
派
遣
を
行
お

う
と
す
る
際
、
根
拠
と
な
る
法
律
が
制
定
さ
れ
た
点
に
お
い
て
、
特
に
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
か
ら
す
れ
ば
、
当
該
法
律
は
現
行
地
方
公

務
員
制
度
に
と
っ
て
分
水
嶺
的
な
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
派
遣
職
員
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
身
分
の
取
り
扱
い
や
処
遇
に
お
い
て
不
利
益
を
受
け
る
こ
と
な
く
安
ん
じ
て
職
務
に

専
念
で
き
る
と
い
う
点
か
ら
も
、
特
に
派
遣
さ
れ
た
役
職
員
が
今
日
に
お
い
て
も
六
万
人
以
上
も
超
え
た
こ
と
を
併
せ
考
え
れ
ば
、
そ
の
意

義
が
大
き
い
と
評
価
で
き
よ
う
。
同
時
に
、
角
度
を
変
え
て
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
派
遣
職
員
の
役
割
を
最
大
限
に
引
き
出
す
こ
と
に
も
つ
な

が
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
で
き
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
通
じ
て
地
方
公
共
団
体
と
民
間
と
の
人
事
交
流
が
最
大
限
に
実
現
さ
れ
、
派
遣
元

の
地
方
公
共
団
体
に
と
っ
て
も
、
ま
た
は
、
派
遣
先
の
第
三
セ
ク
タ
ー
に
と
っ
て
も
プ
ラ
ス
に
な
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
当
該
法
律
の
退
職
派
遣
制
度
に
つ
い
て
、
塩
野
宏
教
授
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
を
任
命
権
者
の
行
為
規
範
と
し
て
定
め
ら

れ
る
も
の
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
ま
た
同
時
に
派
遣
退
職
者
の
権
利
と
し
て
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
「
し
た
が
っ
て
、
任
命
権
者

が
違
法
に
採
用
し
な
い
と
き
に
は
、
不
採
用
処
分
に
対
す
る
取
り
消
し
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
公
務
員

の
採
用
が
任
命
権
者
の
広
い
裁
量
の
も
と
に
あ
る
現
行
法
の
原
則
か
ら
す
る
と
大
き
な
例
外
を
認
め
た
も
の
と
い
え
る
」
と
い
う
の
も
、
当

(
M
)
 

該
法
律
の
意
義
の
一
っ
と
言
え
よ
う
。

論

(
四
)
公
益
法
人
等
派
遣
法
の
問
題
点

法
律
自
体
の
問
題
点

l 
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いわゆる第三セクターに関する行政法学的考祭 (3) 

し
か
し
、
公
益
法
人
等
派
遣
法
は
、
日
本
の
地
方
公
務
員
法
制
に
お
け
る
地
方
公
務
員
と
公
益
法
人
等
と
の
人
事
交
流
面
の
ル

l
ル
が
確

立
さ
れ
た
点
に
お
い
て
評
価
で
き
る
も
の
の
、
第
三
セ
ク
タ
ー
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
何
よ
り
も
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
当
該
法
律
が
第
三
セ
ク
タ
ー
を
意
識
し
て
念
頭
に
置
き
な
が
ら

も
、
「
公
益
法
人
等
」
及
、
び
「
特
定
法
人
」
と
い
う
用
語
を
使
い
、
「
第
三
セ
ク
タ
ー
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
当
該

法
律
の
言
う
公
益
法
人
と
は
一
般
に
第
三
セ
ク
タ
ー
の
民
法
上
の
法
人
形
態
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
「
特
定
法
人
」
と

は
「
当
該
地
方
公
共
団
体
が
出
資
し
て
い
る
株
式
会
社
又
は
有
限
会
社
の
う
ち
、
そ
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
が
地
域
の
振
興
、
住
民
の
生

活
の
向
上
そ
の
他
公
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
と
共
に
当
該
地
方
公
共
団
体
の
事
務
又
は
事
業
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
っ
、

当
該
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
施
策
の
推
進
を
図
る
た
め
人
的
援
助
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も
の
と
し
て
条
例
で
定
め
る
も
の
を
い
う
」

と
さ
れ
る
。
こ
の
定
義
か
ら
す
れ
ば
、
組
織
形
態
や
設
立
目
的
等
に
お
い
て
商
法
法
人
形
態
の
第
三
セ
ク
タ
ー
全
て
が
該
当
す
る
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
問
題
は
後
半
部
分
の
要
件
を
満
た
す
か
ど
う
か
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
第
三
セ
ク
タ
ー
の
実
態
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
ら
の

要
件
が
必
ず
し
も
満
た
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
当
該
法
律
が
第
三
セ
ク
タ
ー
を
意
識
し
な
が
ら
も
わ
ざ
わ
ざ
「
公
益
法

人
等
」
と
「
特
定
法
人
」
と
い
う
用
語
を
使
っ
た
の
は
、
第
三
一
セ
ク
タ
ー
の
多
種
多
様
性
や
複
雑
性
に
よ
っ
て
や
む
を
得
な
か
っ
た
と
こ
ろ

に
理
由
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
第
三
一
セ
ク
タ
ー
と
い
う
用
語
自
体
に
つ
き
法
的
に
は
肯
定
も
し
な
い
し
、
否
定
も
し
て
い
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
厳
格
に
言
え
ば
、
当
該
法
律
の
制
定
に
よ
っ
て
第
三
セ
ク
タ
ー
へ
の
職
員
派
遣
に
つ
い
て
も
一
応
適
用
で
き
る
法
律
が
作
ら
れ
た

に
と
ど
ま
る
と
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
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第
二
に
、
職
員
派
遣
制
度
と
退
職
派
遣
制
度
と
で
は
、
ほ
ぼ
同
一
目
的
の
下
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
派
遣
職
員
の

身
分
取
り
扱
い
や
派
遣
前
の
手
続
き
、
職
員
の
服
務
等
に
お
い
て
規
定
が
異
な
る
の
は
果
た
し
て
妥
当
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

当
該
法
律
に
お
け
る
制
度
設
計
の
特
徴
は
、
地
方
公
務
員
の
身
分
を
有
し
な
が
ら
行
わ
れ
る
公
益
法
人
等
へ
の
派
遣
制
度
と
、
特
定
法
人
へ



説

の
退
職
派
遣
制
度
を
用
意
す
る
こ
と
に
あ
る
。
前
者
は
民
法
法
人
形
態
の
第
三
セ
ク
タ
ー
を
指
す
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
て
、
後

~~ a間

者
は
商
法
法
人
形
態
の
第
三
セ
ク
タ
ー
を
念
頭
に
置
く
も
の
と
理
解
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
同
じ
第
三
セ
ク
タ
ー
な
の
に
異
な
る
派
遣
制
度

設
計
が
行
わ
れ
た
こ
と
自
体
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
別
と
し
て
、
派
遣
職
員
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
同
じ
地
方
公
共
団
体
か
ら
、
ほ
ほ
同
じ

目
的
で
行
わ
れ
た
派
遣
に
つ
い
て
、
た
ま
た
ま
派
遣
先
第
三
セ
ク
タ
ー
の
法
人
形
態
の
違
い
の
み
に
よ
っ
て
異
な
る
処
遇
を
受
け
ざ
る
を
得

な
い
こ
と
は
、
や
や
理
解
し
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
公
益
法
人
等
派
遣
法
の
制
定
よ

り
少
し
前
に
、
国
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
国
の
人
材
の
育
成
と
行
政
運
営
の
活
性
化
等
を
目
的
に
、
国
家
公
務
員
の
身
分
を
保
有
し
た
ま
ま
民

間
企
業
に
派
遣
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
規
定
さ
れ
て
い
る
国
家
公
務
員
に
関
す
る
民
間
企
業
と
の
人
事
交
流
に
関
す
る
法
律
(
官
民
交
流

法
・
平
成
一
一
年
法
律
二
二
四
号
)
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
倣
っ
て
、
地
方
公
共
団
体
が
第
三
セ
ク
タ
ー
に
職
員
派
遣
を
行
う
際
、
「
官

民
交
流
法
の
ス
キ
l
ム
と
同
様
に
、
地
方
公
共
団
体
の
派
遣
先
機
関
へ
の
出
資
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
公
共
団
体
と
民
間
と
の
人
材

(
お
)

交
流
の
一
環
と
し
て
制
度
設
計
す
る
方
法
も
」
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
発
想
は
商
法
法
人
形
態
の
第
三
セ
ク
タ
ー
に
も
地
方
公
務

員
の
身
分
を
保
有
し
た
ま
ま
派
遣
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
意
義
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
通
じ
て
、
派
遣
先
に
よ
り
違
っ
て
く
る
当
該
法
律

の
派
遣
制
度
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
さ
れ
る
派
遣
職
員
の
身
分
取
り
扱
い
と
処
遇
面
の
不
利
、
派
遣
職
員
の
服
務
面
の
差
異
等
が
解
消

さ
れ
る
と
期
待
で
き
る
。

第
三
に
、
当
該
法
律
の
制
度
に
は
、
幾
つ
か
の
課
題
に
つ
い
て
、
更
な
る
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
①
派
遣
対
象
法
人
の
選

定
に
つ
い
て
は
、
各
地
方
公
共
団
体
の
条
例
制
定
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
が
尊
重
さ
れ
る
点
に
お
い
て
評
価
で
き

る
一
方
、
制
度
運
用
に
あ
た
っ
て
は
地
方
公
共
団
体
に
よ
っ
て
「
格
差
」
が
出
て
く
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
②
公
益
法
人
等
に
職
員

派
遣
を
行
う
際
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
給
与
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
「
明
確
な
基
準
に

(
お
)

沿
っ
て
運
用
し
な
け
れ
ば
、
新
た
な
住
民
訴
訟
の
火
種
と
な
り
う
る
」
と
思
わ
れ
る
。
③
こ
れ
ま
で
根
拠
法
が
な
い
た
め
、
便
宜
的
に
退
職
、
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いわゆる第三セクターに関する行政法学的考察 (3) 

休
職
、
職
務
専
念
義
務
免
除
及
び
職
務
命
令
等
の
形
で
行
わ
れ
て
き
た
現
行
第
三
セ
ク
タ
ー
へ
の
職
員
派
遣
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
当

該
法
律
は
触
れ
て
い
な
い
。
現
行
の
職
員
派
遣
は
ど
う
す
べ
き
か
、
こ
う
し
た
派
遣
は
こ
れ
か
ら
も
認
め
ら
れ
る
か
等
に
つ
い
て
、
最
終
的

(
幻
)

に
は
各
地
方
公
共
団
体
の
判
断
に
任
せ
ざ
る
を
得
な
い
た
め
、
対
応
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
る
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
よ
う
。
④
職
員
派
遣
制
度

の
場
合
は
、
取
決
め
の
内
容
に
つ
い
て
、
職
員
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
退
職
派
遣
制
度
の
場
合
も
、
「
事
前
に
職
員
の
退
職

(
お
)

派
遣
制
度
に
対
す
る
十
分
な
理
解
と
同
意
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
」
。
ま
た
、
退
職
派
遣
の
場
合
の
復
職
に
つ
い
て
、
前
記
塩
野
宏

教
授
の
よ
う
な
評
価
に
は
確
か
に
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
当
該
法
律
に
お
い
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
必
ず
し
も
明
示
さ

れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
⑤
派
遣
期
間
中
の
処
遇
に
つ
い
て
、
派
遣
先
団
体
に
係
る
制
度
を
適
用
す
る
と
さ
れ
る
が
、
前
に
取
り
上
げ
た

「
一
二
世
紀
ひ
ょ
う
ご
創
造
協
会
事
件
」
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
よ
う
な
問
題
、
す
な
わ
ち
、
派
遣
先
に
お
け
る
労
働
条
件
を
改
善
す
る
た

め
に
派
遣
先
の
第
三
セ
ク
タ
ー
と
団
体
交
渉
を
な
し
う
る
か
、
第
一
一
一
セ
ク
タ
ー
に
労
働
組
合
が
あ
る
場
合
に
は
労
働
組
合
に
加
入
し
う
る
か
、

そ
れ
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
自
ら
労
働
組
合
を
結
成
し
う
る
か
、
ま
た
、
労
働
組
合
を
通
し
て
団
体
交
渉
を
な
し
う
る
か
、
等
に
つ
い

(
ぬ
)

て
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
⑥
派
遣
職
員
の
勤
務
成
績
が
芳
し
く
な
い
場
合
、
当
該
職
員
に
対
し
て
地
方
公
務
員
法
上
の
分
限
処
分
等
を
行
え

る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
分
限
処
分
の
性
質
に
着
目
し
、
「
分
限
処
分
は
、
公
務
能
率
の
維
持
向
上
を
そ
の
直
接
的
な

目
的
と
し
て
い
る
の
で
、
現
に
職
員
が
そ
の
属
す
る
地
方
公
共
団
体
の
職
務
に
従
事
し
て
い
る
聞
に
分
限
処
分
の
事
由
が
発
生
す
る
必
要
が

(
ぬ
)

あ
る
」
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
に
地
方
公
共
団
体
の
事
務
に
従
事
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。
他
方
で
、
公
益
法
人
等
派
遣
法
六
条
で
は
、
派
遣
元
の
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
委
託
業
務
や
当
該
地
方
公
共
団
体
と
の
共
同
業
務
等

に
従
事
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
派
遣
職
員
の
給
与
は
地
方
公
共
団
体
が
支
給
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
派
遣

職
員
は
派
遣
先
の
第
三
セ
ク
タ
ー
に
お
い
て
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
委
託
業
務
等
に
従
事
す
る
場
合
、
か
か
る
場
合
を
「
現
に
職
員
が
そ
の

属
す
る
地
方
公
共
団
体
の
職
務
に
従
事
し
て
い
る
」
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、
分
限
処
分
も
行
う
こ
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説

と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
法
律
で
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。

2 
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さ三b、
両岡

法
律
の
執
行
に
お
い
て
出
て
き
た
問
題
点

二
O

O
二
年
四
月
に
施
行
さ
れ
た
公
益
法
人
等
派
遣
法
は
、
以
上
に
述
べ
て
き
た
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
ほ
か
、
当
該
法
律
の
執
行
に

お
い
て
も
新
し
い
問
題
が
出
て
き
て
い
る
。
第
二
章
に
お
い
て
も
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
当
該
法
律
の
施
行
に
伴
っ
て
、
第
三
一
セ
ク
タ
ー

へ
の
職
員
派
遣
の
給
与
負
担
に
つ
い
て
、
職
員
派
遣
制
度
と
退
職
派
遣
制
度
を
問
わ
ず
、
原
則
と
し
て
い
ず
れ
も
派
遣
先
の
第
三
セ
ク
タ
ー

が
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
今
回
の
実
態
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
地
方
公
共
団
体
の
独
自
の
「
運
用
」
に

よ
っ
て
、
実
は
派
遣
職
員
の
給
料
相
当
分
は
、
行
政
が
補
助
金
の
形
で
補
助
し
て
お
り
、
こ
の
法
律
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
貫
徹
さ
れ
て
い
な

一
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
公
益
法
人
等
派
遣
法
の
施
行
に
伴
っ
て
二

O
O
二
年
四
月
一
日
に
札
幌
市
と
財
団
法
人

い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

札
幌
市
生
涯
学
習
振
興
財
団
と
の
問
で
結
ば
れ
た
「
札
幌
市
職
員
の
財
団
法
人
札
幌
市
生
涯
学
習
振
興
財
団
派
遣
に
関
す
る
協
定
(
抜
粋
)
」

を
、
今
回
の
実
態
調
査
で
入
手
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
(
甲
は
札
幌
市
で
あ
り
、
乙
は
財
団
法
人
札
幌
市
生
涯
学
習
振
興
財
団
で
あ
る
o
)
、

第
五
条
派
遣
職
員
の
給
与
(
退
職
手
当
て
を
除
く
。
)
は
、
当
該
職
員
が
甲
に
引
き
続
き
勤
務
し
た
場
合
の
給
与
と
同
一
ま
た
は
下
回

ら
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
乙
の
負
担
と
し
、
甲
の
関
係
規
定
を
適
用
し
て
乙
が
支
給
す
る
。

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
新
し
い
職
員
派
遣
制
度
の
趣
旨
に
沿
っ
た
対
応
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
実
態
は
ど
う
な
る
か
と
い
う
と
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
外
見
上
、
公
益
法
人
等
派
遣
法
の
施
行
に
伴
っ
て
、
こ
れ
ま

で
派
遣
元
の
市
が
負
担
す
る
と
さ
れ
て
い
た
派
遣
職
員
の
給
与
支
給
は
、
派
遣
先
の
負
担
と
さ
れ
て
い
る
が
、
他
方
に
お
い
て
、
実
は
派
遣

職
員
の
給
料
相
当
分
に
つ
い
て
、
派
遣
元
の
市
が
補
助
金
等
の
形
で
補
助
す
る
対
応
策
が
と
ら
れ
て
い
る
。
結
局
法
施
行
前
の
対
応
と
全
く

変
わ
ら
な
い
内
容
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
っ
と
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
対
応
は

決
し
て
財
団
法
人
札
幌
市
生
涯
学
習
振
興
財
団
に
の
み
存
在
す
る
個
別
現
象
で
は
な
い
。
今
回
実
態
調
査
の
対
象
に
選
ん
だ
公
益
法
人
に



限
っ
て
一
言
え
ば
、
現
在
派
遣
職
員
を
受
け
て
い
な
い
社
会
福
祉
法
人
札
幌
市
福
祉
事
業
団
を
除
い
て
、
残
る
二
団
体
に
お
い
て
ど
ち
ら
も
同

じ
対
応
が
と
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
社
会
福
祉
法
人
札
幌
市
福
祉
事
業
団
の
場
合
に
お
い
て
も
、
も
し
職
員
派
遣
が
あ
る
と
し
た
ら
、
他
の

団
体
と
巽
な
る
協
定
が
結
ぼ
れ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
に
く
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
対
応
は
札
幌
市
の
意
思
決
定
で
あ
り
、
市
の
政
策

そ
の
も
の
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
よ
う
。

いわゆる第三セクターに関する行政法学的考察(3 ) 

も
っ
と
も
、
周
知
の
よ
う
に
、
公
益
法
人
等
派
遣
法
が
設
計
し
た
職
員
派
遣
制
度
で
は
、
派
遣
職
員
の
給
与
支
給
に
つ
い
て
、
確
か
に
原

則
と
し
て
派
遣
先
の
負
担
と
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
他
方
で
は
、
派
遣
元
が
負
担
す
る
こ
と
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
同
法
六
条
に
よ
れ
ば
、

派
遣
元
の
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
委
託
業
務
や
当
該
地
方
公
共
団
体
と
の
共
同
業
務
等
に
従
事
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
派
遣
職
員
の
給
与
は

地
方
公
共
団
体
が
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
派
遣
元
が
給
与
を
負
担
す
る
こ
と
は
新
し
い
法
制
度
の
も
と
に

お
い
て
も
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
給
与
支
給
の
伴
う
職
員
派
遣
は
果
た
し
て
そ
れ
な
り
の
必
要
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
現
行
法
上
可
能
な

こ
と
を
、
何
故
札
幌
市
が
し
な
か
っ
た
か
と
い
う
疑
問
が
湧
い
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
答
え
は
複
数
に
考
え
ら
れ
う
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

調
査
中
あ
る
団
体
で
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
「
市
が
住
民
の
監
視
の
目
を
逸
ら
す
」
一
面
も
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。

札
幌
市
の
こ
う
し
た
対
応
は
、
脱
法
的
な
手
法
に
よ
る
脱
法
的
な
行
為
で
あ
る
と
と
も
に
、
新
し
く
施
行
さ
れ
た
公
益
法
人
等
派
遣
法
の

有
名
無
実
化
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
問
題
で
あ
ろ
う
。

づ
括

公
益
法
人
等
派
遣
法
の
施
行
に
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
の
法
的
解
決
に
大
き
な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
が
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、

当
該
法
律
自
体
に
は
幾
つ
か
の
間
題
点
、
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
ほ
か
、
地
方
公
共
団
体
の
行
政
実
務
に
お
い
て
、
新
し
い
様
態
で
問
題
の
噴
出

す
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
そ
の
最
終
的
な
解
決
に
は
今
後
学
界
の
理
論
蓄
積
及
、
ぴ
行
政
実
務
の
努
力
を
待
つ
し
か

北法56(2・315)831
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説

な
い
。
裁
判
例
の
判
断
も
非
常
に
参
考
と
な
る
が
、
公
益
法
人
等
派
遣
法
が
施
行
さ
れ
て
か
ら
日
が
浅
く
、
今
の
と
こ
ろ
新
し
い
裁
判
例
は

ま
だ
出
て
い
な
い
。
今
後
裁
判
例
の
動
向
に
深
く
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

(
l
)
役
員
と
し
て
派
遣
さ
れ
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
が
、
以
下
に
お
い
て
、
便
宜
上
用
語
を
職
員
派
遣
に
統
一
す
る
。

(
2
)
鹿
児
島
重
治
『
逐
条
地
方
公
務
員
法
(
第
五
次
改
訂
版
)
』
(
学
陽
書
房
、
一
九
九
六
年
)
二
O
七
|
二
O
八
頁
「
五

員
の
派
遣
」
参
照
。

(
3
)
鹿
児
島
・
前
掲
二
O
七
頁
。

(
4
)
こ
の
点
に
関
し
て
、
例
え
ば
、
鹿
児
島
・
前
掲
二
O
七
頁
は
「
出
向
」
に
つ
い
て
、
「
他
の
地
方
公
共
団
体
や
公
社
等
へ
職
員
を
派
遣
す
る
場

合
に
も
出
向
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

(
5
)
行
政
と
民
間
と
の
人
事
交
流
の
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
宮
崎
辰
雄
「
あ
す
の
都
市
経
営
一
宮
崎
辰
雄
対
談
集
』
(
勤
草
書
房
、
一
九
七
八
年
)

一
三
六
頁
及
、
び
秋
田
周
〈
実
務
地
方
自
治
法
講
座
九
〉
「
特
別
地
方
公
共
団
体
・
広
域
行
政
』
(
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
九
O
年
)
二
五
五
頁
を
そ

れ
ぞ
れ
参
照
。

(
6
)
鳥
居
俊
一
「
商
工
会
議
所
に
派
遣
さ
れ
た
市
職
員
に
対
す
る
給
与
支
出
の
適
法
性
」
『
平
成
一

O
年
行
政
関
係
判
例
解
説
』
(
ぎ
ょ
う
せ
い
、

二
O
O
O
年
)
一

O
二
l
一
O
三
頁
、
田
村
智
行
「
職
員
の
出
向
し
「
ケ
l
ス
ス
タ
デ
ィ
行
政
法
実
務
』
(
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
九
三
年
)
二
八

四
頁
以
下
を
参
照
。

(
7
)
押
元
洋
「
第
一
一
一
セ
ク
タ
ー
へ
の
出
向
|
出
向
の
形
態
と
給
与
の
支
給
」
判
例
地
方
自
治
四
九
号
(
一
九
八
八
年
)
九
八
頁
。

(
8
)
藤
田
秀
政
「
第
三
セ
ク
タ
ー
等
へ
の
職
員
派
遣
に
関
す
る
報
告
に
つ
い
て
」
地
方
自
治
五
二
一
号
(
一
九
九
O
年
)
四
三
|
四
回
頁
。

(9)
本
件
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
森
林
組
合
は
、
そ
れ
自
体
が
第
三
セ
ク
タ
ー
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
更
な
る
検
討
も
必
要
で
あ
ろ
う
が
、

少
な
く
と
も
第
三
セ
ク
タ
ー
に
類
し
た
問
題
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
検
討
の
対
象
と
し
た
。

(m)
本
件
商
工
会
議
所
は
、
商
工
会
議
所
法
(
一
九
五
三
年
八
月
一
日
法
律
第
一
四
三
号
)
に
基
づ
き
、
「
そ
の
地
区
内
に
お
け
る
商
工
業
の
綜
合

的
な
改
善
発
達
を
図
り
、
兼
ね
て
社
会
一
般
の
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
」
(
同
法
六
条
)
と
し
て
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
る
。
広
義

の
公
益
法
人
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
(
同
法
四
条
参
照
)
、
本
論
文
に
お
い
て
意
識
し
た
第
三
セ
ク
タ
ー
と
見
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ

北法56(2・316)832
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いわゆる第三セクターに関する行政法学的考察 (3) 

る
。
地
方
公
共
団
体
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
設
立
目
的
を
見
て
も
、
担
う
事
業
(
同
法
九
条
一
号
、

一
六
号
、
一
七
号
参
照
)
を
見
て
も
、
商
工
会
議
所
は
、
純
然
た
る
民
間
法
人
と
純
然
た
る
公
法
人
の
中
間
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
り
、
第
一
一
一

セ
ク
タ
ー
に
近
い
体
質
を
も
つ
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
本
件
の
よ
う
な
、
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
職
員
を
当
該
地
方
公
共
団
体
の
行
政
組
織

以
外
の
団
体
に
派
遣
し
、
そ
の
給
与
を
派
遣
元
の
地
方
公
共
団
体
で
文
弁
す
る
こ
と
が
争
わ
れ
た
住
民
訴
訟
と
い
う
点
に
お
い
て
、
第
三
セ
ク

タ
ー
の
そ
れ
と
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

(
日
)
③
を
め
ぐ
る
評
釈
・
解
説
に
は
、
中
込
秀
樹
・
平
成
五
年
度
(
一
九
九
三
年
)
主
要
民
事
判
例
解
説
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
五
二
号
(
一
九
九

四
年
)
二
九
六
頁
、
大
限
義
和
・
判
例
評
論
四
七
九
号
・
判
例
時
報
一
六
五
五
号
(
一
九
九
九
年
)
一
二
八
頁
、
桑
原
勇
進
・
平
成
一

0
年
度

(
一
九
九
八
年
)
重
要
判
例
解
説
・
ジ
ユ
リ
ス
ト
一
一
五
七
号
(
一
九
九
九
年
)
四
六
頁
、
伴
義
聖
・
大
塚
康
男
「
は
ん
れ
い
最
前
線
」
判
例

地
方
自
治
一
八
O
号
(
一
九
九
九
年
)
七
頁
、
佐
久
間
健
吾
・
平
成
一

0
年
度
(
一
九
九
八
年
)
主
要
民
事
判
例
解
説
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
一

O

O
五
号
(
一
九
九
九
年
)
二
八
三
頁
及
び
鳥
居
・
前
掲
注

(6)

一
O
O
頁
以
下
な
ど
が
あ
る
。
ち
な
み
に
、
差
一
戻
審
東
京
高
裁
平
成
一
一
年

三
月
三
一
日
判
決
(
判
例
時
報
一
六
七
七
号
三
五
頁
)
は
、
最
高
裁
の
判
示
に
従
っ
て
、
本
件
商
工
会
議
所
の
業
務
内
容
と
市
の
行
政
目
的
、

派
遣
職
員
の
職
務
内
容
と
市
の
行
政
目
的
達
成
等
の
関
係
か
ら
、
本
件
職
務
専
念
義
務
免
除
及
び
本
件
承
認
は
、
市
の
行
政
目
的
達
成
の
た
め

に
す
る
公
益
上
の
必
要
性
が
あ
っ
た
と
は
認
め
が
た
く
、
地
方
公
務
員
法
二
四
条
一
項
等
の
趣
旨
に
反
す
る
違
法
な
も
の
で
あ
る
。
本
件
給
与

の
支
払
に
つ
い
て
、
本
件
職
務
専
念
義
務
免
除
及
び
本
件
承
認
と
本
件
給
与
支
出
と
は
直
接
に
関
係
し
て
お
り
、
本
件
職
務
専
念
義
務
免
除
及

び
本
件
承
認
が
違
法
で
あ
る
以
上
、
ま
た
、
派
遣
職
員
は
市
の
業
務
に
従
事
し
て
い
な
い
こ
と
等
を
考
慮
す
れ
ば
、
本
件
給
与
の
支
出
は
違
法

で
あ
る
と
し
て
、
商
工
会
議
所
の
不
当
利
得
を
肯
定
し
た
。

(
ロ
)
本
事
件
の
地
労
決
定
及
び
判
決
に
関
す
る
評
釈
・
解
説
等
と
し
て
は
、
長
淵
満
男
「
民
法
上
の
法
人
に
「
派
遣
」
さ
れ
た
地
方
公
務
員
の
団

交
権
i
一
二
世
紀
ひ
ょ
う
ご
創
造
協
会
事
件
に
関
す
る
鑑
定
意
見
書
し
労
働
法
律
旬
報
一
三
九
O
号
(
一
九
九
六
年
)
一
ム
ハ
頁
、
野
田
底
吾
・

豊
川
義
明
・
城
塚
健
之
・
西
国
雅
年
「
第
三
セ
ク
タ
ー
派
遣
職
員
の
団
交
権
|
一
二
世
紀
ひ
ょ
う
ご
創
造
協
会
事
件
・
神
戸
地
裁
判
決
」
労
働

法
律
旬
報
一
四
五
O
号
(
一
九
九
九
年
)
一
一
一
一
頁
、
清
水
敏
「
地
方
公
務
員
の
第
三
セ
ク
タ
ー
派
遣
と
立
法
上
の
課
題
」
労
働
法
律
旬
報
一
四

五
九
号
(
一
九
九
九
年
)
六
頁
、
清
水
敏
「
地
方
公
務
員
の
第
三
セ
ク
タ
ー
へ
の
派
遣
と
法
適
用
」
労
働
法
律
旬
報
一
一
二
九
O
号
(
一
九
九
六

年
)
六
頁
、
野
田
座
吾
・
西
田
雅
年
「
公
社
な
ど
外
郭
団
体
と
の
団
体
交
渉
i
-
二
世
紀
ひ
ょ
う
ご
創
造
協
会
事
件
・
兵
庫
地
労
委
決
定
の
問

題
点
」
労
働
法
律
旬
報
一
三
九
O
号
(
一
九
九
六
年
)
二
ニ
頁
、
実
務
と
理
論
三
一
セ
ク
へ
職
専
免
に
よ
り
派
遣
さ
れ
て
い
る
市
職
員
の
時
間
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説ささi
肩岡

外
勤
務
に
つ
い
て
職
員
組
合
が
三
セ
ク
に
対
し
団
体
交
渉
を
申
し
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
自
治
セ
ミ
ナ
ー
三
人
巻
九
号
(
一
九
九
九
年
)

一
四
頁
な
ど
が
あ
る
。

(
日
)
こ
の
判
断
に
つ
い
て
、
清
水
・
前
掲
注
(
ロ
)
労
働
法
律
旬
報
一
四
五
九
号
八
頁
は
、
「
し
か
し
な
が
ら
、
各
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
職
員
を

第
三
セ
ク
タ
ー
に
派
遣
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
一
般
的
判
断
を
な
お
維
持
す
る
こ
と
に
合
理
性
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ

ち
、
第
三
セ
ク
タ
ー
へ
の
派
遣
と
い
う
事
柄
の
性
質
上
、
職
員
団
体
が
地
方
公
共
団
体
以
外
の
団
体
と
団
体
交
渉
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
な

い
現
行
制
度
の
原
則
を
そ
の
ま
ま
貫
徹
す
る
こ
と
に
合
理
性
が
あ
る
か
否
か
で
あ
る
」
と
異
議
が
呈
さ
れ
て
い
る
。

(
M
)
同
旨
と
し
て
、
中
込
・
前
掲
注
(
日
)
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
五
二
号
二
九
七
頁
は
、
「
職
務
専
念
義
務
を
免
除
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
職

員
が
常
勤
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
に
給
与
等
を
支
給
し
て
も
同
法
二
O
四
条
等
に
違
反
す
る
こ

と
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
し
て
い
る
。

(
日
)
も
っ
と
も
、
本
件
給
与
の
支
給
自
体
は
果
た
し
て
妥
当
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
が
行
わ
れ
る
余
地
も
あ
ろ
う
。
野
田
ほ
か
・
前
掲
注
(
臼
)

労
働
法
律
旬
報
一
四
五
O
号
二
三
頁
は
、
「
給
与
は
兵
庫
県
が
支
給
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
労
務
の
提
供
は
現
実
に
協
会
に
対
し
な
さ
れ
、

協
会
が
こ
れ
を
指
揮
命
令
し
て
利
用
し
て
い
る
以
上
、
協
会
が
給
与
を
支
給
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

(
同
)
こ
の
点
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
適
法
と
さ
れ
た
判
決
と
違
法
と
さ
れ
た
判
決
の
数
か
ら
も
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。
本
文
中
取
り
上
げ
た
も
の

も
含
め
て
、
派
遣
や
給
与
支
出
を
違
法
と
し
た
裁
判
例
に
は
、
②

a
浦
和
地
裁
判
決
、
③

a
横
浜
地
裁
判
決
、
岡
山
地
裁
平
成
六
年
三
月
一
一
一
一

日
判
決
(
労
働
判
例
六
五
八
号
七
五
頁
)
、
②
b
東
京
高
裁
判
決
、
長
野
地
裁
平
成
七
年
二
月
一
六
日
判
決
(
判
例
地
方
自
治
一
三
七
号
一
二
頁
)
、

広
島
高
裁
岡
山
支
部
平
成
七
年
二
月
二
八
日
判
決
(
労
働
判
例
六
八
コ
一
号
九
八
頁
)
、
岡
山
地
裁
平
成
年
八
年
二
月
二
七
日
判
決
(
判
例
時
報
一

五
八
六
号
六
四
頁
)
、
③

c
最
高
裁
判
決
、
東
京
高
裁
平
成
一
一
年
三
月
一
一
一
一
日
判
決
(
判
例
時
報
一
六
七
七
号
三
五
頁
)
、
山
形
地
裁
平
成
一

二
年
一

O
月
一
七
日
判
決
、
広
島
高
裁
岡
山
支
部
平
成
一
三
年
六
月
二
八
日
判
決
(
判
例
地
方
自
治
二
二
四
号
六
二
頁
)
、
④

a
岡
山
地
裁
判
決
、

④
b
広
島
高
裁
岡
山
支
部
判
決
、
④
C

最
高
裁
判
決
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
派
遣
や
給
与
支
出
を
適
法
と
し
た
裁
判
例
に
は
、
③
b

東
京
高
裁
判
決
、
⑥
福
井
地
裁
判
決
が
あ
る
。

(
げ
)
実
務
と
理
論
つ
ニ
セ
ク
へ
職
専
免
に
よ
り
派
遣
さ
れ
て
い
る
市
職
員
の
時
間
外
勤
務
に
つ
い
て
職
員
組
合
が
三
セ
ク
に
対
し
団
体
交
渉
を
申

し
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
自
治
実
務
セ
ミ
ナ
ー
三
八
巻
九
号
(
一
九
九
九
年
)
一
回
頁
。

(
凶
)
佐
久
間
・
前
掲
注
(
日
)
判
例
タ
イ
ム
ズ
一

O
O
五
号
二
八
四
頁
。
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(
川
口
)
か
か
る
見
解
は
、
い
ず
れ
も
第
三
セ
ク
タ
ー
へ
の
職
員
派
遣
を
め
ぐ
る
判
決
に
基
づ
き
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
そ
れ
ぞ
れ
、
実
際
よ
の

訴
訟
の
事
案
に
お
い
て
一
定
の
結
論
を
導
出
す
る
た
め
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
、
傾
向
的
な
一
応
の
分
類
」
に
過
ぎ
な
い
と
思
わ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
厳
格
に
き
守
え
ば
、
学
説
と
は
言
え
な
い
。
詳
し
く
は
佐
久
間
・
前
掲
注
(
日
)
判
例
タ
イ
ム
ズ
一

O
O
五
号
二
八
三
頁
以

下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
前
記
文
献
の
ほ
か
、
判
例
時
報
一
六
四
O
号
(
一
九
九
八
年
)
一
一
五
頁
以
下
及
び
同
一
八
五
O
号
(
二
0
0

四
年
)
三
O
頁
以
下
の
「
判
決
コ
メ
ン
ト
」
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
九
七
三
号
(
一
九
九
八
年
)
一
二
ハ
頁
以
下
の
「
判
決
コ
メ
ン
ト
」
も
参
考
に
し

た
。
な
お
、
諸
々
の
見
解
を
整
理
す
る
際
に
使
っ
た
用
語
は
、
上
記
諸
文
献
に
基
づ
い
て
筆
者
が
便
宜
的
に
用
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
予
め

お
断
り
し
た
い
。

(
却
)
判
例
タ
イ
ム
ズ
・
前
掲
注
(
叩
)
「
判
決
コ
メ
ン
ト
」
参
照
。

(
幻
)
地
域
企
業
経
営
研
究
会
編
『
最
新
地
方
公
社
総
覧
二
O
O
二
』
(
、
き
ょ
う
せ
い
、
二
0
0
=
一
年
)
三
五
頁
と
三
七
頁
。

(
幻
)
同
報
告
の
内
容
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
「
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
人
事
交
流
制
度
に
関
す
る
研
究
会
の
報
告
書
に
つ
い
て
(
要
旨
)
」
自
治

研
究
六
六
巻
一
二
号
(
一
九
九
O
年
)
一
六
O
頁
以
下
及
び
同
六
七
巻
一
号
(
一
九
九
-
年
)
一
一
二
一
頁
以
下
、
藤
田
・
前
掲
注

(8)
一三六

l
四
七
頁
を
参
照
。

(
お
)
報
告
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
「
地
方
公
務
員
制
度
調
査
研
究
会
報
告
の
概
要
一
地
方
自
治
・
新
時
代
の
地
方
公
務
員
制
度
〈
資
料
〉
(
特
集
一

公
務
員
制
度
改
革
公
務
員
制
度
改
革
の
基
本
方
向
に
関
す
る
答
申
を
め
ぐ
っ
て
こ
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
五
八
号
(
一
九
九
九
年
)
六
六
|
六
八

頁
を
参
照
。

(M)
塩
野
宏
『
行
政
法
皿
〔
第
二
版
〕
』
(
有
斐
問
、
二
O
O
一
年
)
一
二
七
頁
。

(
お
)
内
回
憲
治
「
第
三
セ
ク
タ
ー
等
へ
の
自
治
体
職
員
派
遣
で
新
た
な
制
度
を
創
設
|
公
益
法
人
等
地
方
公
務
員
派
遣
法
案
」
立
法
と
調
査
一
一
一

七
号
(
二
0
0
0
年
)
三
三
頁
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
渋
川
智
明
「
第
三
セ
ク
タ
ー
へ
の
職
員
派
遣
制
度
化
は
実
現
す
る
か
」
長
一

七
巻
二
一
号
・
通
巻
一
九
四
号
(
一
九
九
八
年
)
二
二
頁
は
、
国
の
官
民
交
流
法
と
地
方
公
共
団
体
の
公
益
法
人
等
派
遣
法
は
、
「
同
じ
よ
う
に

官
民
交
流
を
う
た
っ
て
い
て
も
、
地
方
公
務
員
の
場
合
は
第
三
セ
ク
タ
ー
な
ど
で
業
務
に
従
事
す
る
の
が
主
な
目
的
だ
が
、
国
の
場
合
は
「
行

政
運
営
の
重
要
な
役
割
を
担
う
に
ふ
さ
わ
し
い
人
材
の
育
成
」
、
つ
ま
り
研
修
が
主
目
的
で
、
中
身
は
異
な
る
」
と
指
摘
す
る
も
の
も
あ
る
。

(
笥
)
内
田
・
前
掲
注
(
お
)
三
三
頁
。

(
幻
)
こ
の
点
に
つ
い
て
、
公
益
法
人
等
派
遣
法
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
「
例
え
ば
、

いわゆる第三セクターに関する行政法学的考察 (3) 

研
修
と
し
て
公
益
法
人
等
の
業
務
を
体
験
さ
せ
る
場
合
に
は
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5見

職
務
命
令
で
、
専
ら
派
遣
先
の
業
務
に
従
事
す
る
わ
け
で
は
な
い
兼
業
の
場
合
に
は
職
務
専
念
義
務
の
免
除
で
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
で
き
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
見
解
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
基
本
的
に
は
地
方
公
務
員
法
上
の
職
務
命
令
及
び
職
務
専
念
義
務
免
除
に
つ
い
て
、
新
制

度
が
制
定
さ
れ
た
後
で
も
、
本
来
の
枠
組
み
と
趣
旨
の
下
で
従
来
ど
お
り
に
利
用
で
き
る
こ
と
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
、
本
文
で
述
べ
た
問
題
に
対
す
る
答
え
に
は
な
ら
な
い
と
言
え
よ
う
。
そ
の
詳
細
は
、
実
務
と
理
論
「
財
団
法
人
に
派
遣
さ
れ
た
市
の
職

員
が
遅
刻
を
繰
り
返
し
た
り
勤
務
時
間
中
に
私
用
の
電
話
を
か
け
た
り
と
勤
務
実
績
が
よ
く
な
い
場
合
市
は
分
限
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

か
」
自
治
実
務
セ
ミ
ナ
ー
三
九
巻
八
号
(
二

0
0
0
年
)
一
一
一
頁
を
参
照
。

(
お
)
そ
の
論
拠
と
し
て
、
在
来
の
退
職
派
遣
制
度
と
公
益
法
人
等
派
遣
法
上
の
退
職
派
遣
制
度
の
問
題
点
に
着
目
し
、
①
「
処
遇
面
の
不
利
が
完

全
に
解
消
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
」
、
②
「
退
職
派
遣
の
場
合
、
形
式
的
に
は
派
遣
職
員
の
依
頼
退
職
と
い
う
形
を
と
る
が
、
事
実
上
は
職

務
命
令
に
沿
っ
て
職
員
に
退
職
願
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
」
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
内
田
・
前
掲
注
(
お
)
三
二
頁
を
参
照
。

(
却
)
こ
の
点
に
つ
い
て
、
野
田
ほ
か
・
前
掲
注
(
臼
)
労
働
法
律
旬
報
一
四
五
O
号
二
六
頁
は
、
「
第
三
セ
ク
タ
ー
で
の
派
遣
職
員
の
労
働
条
件
や

団
交
権
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
検
討
さ
れ
た
こ
と
も
な
く
無
権
利
状
態
が
続
い
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

(
却
)
実
務
と
理
論
・
前
掲
注
(
お
)
自
治
実
務
セ
ミ
ナ
ー
一
一
一
ー
一
三
頁
。

吾'b.
a問
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